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要旨

本稿では、甲斐における政治的拠点が、武田氏の本拠地であった躑躅ケ崎館を中心とする古
府から、甲府城とその城下町へと移行する過程を、徳川家康の領国支配のあり方と連動させな
がら検討した。その際、甲府城築城の開始時期をめぐって、これまで天正 11（1583）年、天
正 13年、天正 17年とする三つの説があったのに対し、天正 13年と推定されることを論証し、

武田氏滅亡後、家康による領国支配の拠点となる甲府城の築城が早期に計画されたにもかかわ
らず、完成が文禄─慶長期に至った事情を次のように考察した。すなわち、家康の甲斐入国か
ら天正 12年尾張出陣以前に、一条小山への甲府城普請の沙汰がなされていたが、普請の開始
命令は、長久手の戦い後、天正 13年１月であった。さらに、真田氏攻略や、一条小山とその
周囲に所在した一蓮寺等の寺社や湯田の集落の移転に手間取り、天正 17年伊奈熊蔵の検地に
よりその替え地が確定された。しかし、天正 18年の家康の関東移封を迎え、甲府城普請は頓
挫した。結局、築城事業を動かしたのは加藤光泰であり、城下町移転とともに事業を完成させ
たのは浅野長政・幸長父子であった。

Abstruct
This article examines the relocation of Kōfu’s administrative headquarters from Tsutsujigasaki 

Manor House, which served as the Takeda Clan’s base of operation, to Kōfu Castle and the surrounding 

castle town, while analyzing the character of domainal rule under Tokugawa Ieyasu.  Currently, there is 

no scholarly consensus about the year in which Kōfu Castle’s construction began.  Scholars have offered 

three dates: Tenshō 11 (1583), Tenshō 13, and Tenshō 17.  This article argues that construction was most 

likely initiated in Tenshō 13.  Although Tokugawa Ieyasu planned to begin the construction of Kōfu 

Castle soon after the Takeda Clan’s defeat, it was only in the Keichō period that the Castle was fi nally 

completed.  While a plan for the const ruction of Kōfu Castle in Ichijō-koyama appeared sometime 

between Ieyasu’s arrival in Kai Province and the conquest of Owari Province in Tenshō 12, the command 

to commence construction was not issued until the fi rst month of Tenshō 13 after the Battle of Nagakute.  

Moreover, disruptions related to the Sanada invasion and efforts to relocate villages in the Yuda area and 

Buddhist temples in and around Ichijō-koyama, such as Ichirenji, delayed construction, and it was not 

until Ina Kumazō’s Tenshō 17 cadastral survey that a relocation site was fi nally designated.  However, 

the project once again stalled as a result of Ieyasu‘s move to the Kanto region in Tenshō 18. Ultimately, 

it was Katō Mitsuyasu who helped restart the project and was the father-son duo of Asano Nagamasa 

Yoshinaga who, together with the relocation of the castle town, helped to complete it.   
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吉
田
ゆ
り
子

武
田
氏
滅
亡
後
、
徳
川
家
康
の
甲
斐
入
国
、
家
康
の
関
東
移
封
、
そ
の
後
入
封

し
た
豊
臣
家
大
名
に
よ
る
支
配
体
制
の
構
築
、
関
ヶ
原
の
戦
い
後
の
家
康
に
よ
る

領
国
経
営
の
再
開
と
、
甲
斐
の
領
国
支
配
は
め
ま
ぐ
る
し
く
推
移
し
た
。
こ
う
し

た
政
権
移
行
は
、
政
権
の
拠
点
と
な
る
城
郭
の
構
築
と
基
盤
と
な
る
城
下
町
整
備

の
過
程
と
密
接
不
可
分
な
事
柄
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
、
甲
府
に
お
け
る
政
治
的
拠

点
が
、
武
田
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
躑
躅
ケ
崎
館
を
中
心
と
す
る
古
府
か
ら
、
甲

府
城
と
そ
の
城
下
町
へ
と
移
行
す
る
過
程
を
、
領
国
支
配
の
あ
り
方
と
連
動
さ
せ

な
が
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

武
田
時
代
の
本
城
は
、
永
正
一
六
（
一
五
一
九
）
年
、
信
虎
が
石
和
か
ら
甲
府

の
躑
躅
ケ
崎
に
館
を
移
し
て
か
ら
、
信
玄
、
勝
頼
と
三
代
に
わ
た
り
、
躑
躅
ケ
崎

館
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
勝
頼
は
領
国
支
配
の
乱
れ
か
ら
天
正
九
（
一
五
八
一
）

年
一
二
月
、
躑
躅
ケ
崎
館
を
破
却
し
て
韮
崎
の
新
府
に
移
っ
た
。
し
か
し
、
天
正

一
〇
年
三
月
、
織
田
信
忠
の
進
撃
に
対
し
て
、
勝
頼
は
新
府
城
に
火
を
か
け
て
逃

れ
、
三
月
一
一
日
に
自
刃
し
て
武
田
氏
は
滅
亡
し
た
。
織
田
信
長
は
、
同
年
三
月

七
日
に
甲
府
に
入
り
、
そ
の
後
、
河
尻
秀
隆
を
甲
斐
国
に
封
じ
て
帰
国
し
た
。
し

か
し
、
六
月
二
日
本
能
寺
の
変
に
よ
り
、
甲
斐
国
で
は
武
田
旧
臣
や
百
姓
ら
の

反
乱
が
起
き
、
河
尻
秀
隆
は
殺
害
さ
れ
、
政
治
的
に
空
白
地
帯
と
な
っ
た
。
そ
こ

で
家
康
は
、
六
月
六
日
付
で
勝
頼
の
旧
臣
岡
部
正
綱
に
書
状
を
送
り
、
甲
斐
国
の

侍
を
募
り
巨
摩
郡
下
山
で
城
普
請
を
行
う
よ
う
指
示
し
、
国
侍
や
寺
院
の
本
領
安

堵
を
進
め
、
他
方
で
、
自
身
も
七
月
に
は
甲
斐
国
に
入
り
、
井
伊
直
政
ら
に
よ
り
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武
田
旧
臣
を
引
き
入
れ
な
が
ら
、
新
府
を
拠
点
と
し
て
北
条
氏
直
と
対
峙
し
た 1

。

一
〇
月
二
九
日
、
北
条
氏
直
と
の
間
で
講
和
が
成
立
し
、
こ
こ
に
本
格
的
に
家
康

の
甲
斐
領
国
化
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
家
康
は
、
八
月
一
〇
日
か
ら
一
二

月
一
一
日
ま
で
の
間
に
、
武
田
氏
旧
臣
八
九
五
人
か
ら
、「
天
正
壬
午
起
請
文
」

と
い
わ
れ
る
起
請
文
を
と
り
、
家
康
へ
の
臣
従
を
誓
わ
せ
た
。

こ
う
し
た
動
向
の
中
で
、
天
正
一
〇
（
一
五
八
二
）
年
一
二
月
、
家
康
は
平
岩

親
吉
を
甲
斐
国
郡
代
に
任
じ
、
新
た
な
領
国
支
配
体
制
を
構
築
し
て
浜
松
に
帰
陣

し
た
。
し
か
し
、
新
た
な
領
国
支
配
が
ど
こ
を
拠
点
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
条
小
山
に
甲
府
城
が
築
城
さ
れ
、
城
下
町
整
備
が
終

わ
り
、
甲
府
城
が
甲
斐
国
の
拠
点
と
な
っ
た
の
は
、
天
正
一
八
年
八
月
、
家
康
が

関
東
に
移
封
さ
れ
た
後
、
文
禄
期
に
甲
斐
国
に
入
封
し
た
加
藤
光
泰
や
、
そ
の
後

文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に
入
っ
た
浅
野
長
政
・
幸
長
父
子
の
時
代
と
み
る
点
で

は
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
天
正
一
〇
年
か
ら
同

一
八
年
関
東
移
封
ま
で
の
間
、
家
康
に
よ
る
甲
斐
の
領
国
経
営
の
実
態
と
甲
府
城

と
の
関
連
が
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

 

甲
府
城
築
城
の
開
始
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
天
正
一
一
年
、
天
正

一
三
年
、
天
正
一
七
年
と
す
る
三
つ
の
説
が
あ
っ
た
。

第
一
は
、
天
正
一
一
年
と
す
る
徳
川
善
宣
『
新
修　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』

の
説
で
あ
る 2

。 

そ
の
根
拠
は
、
正
月
二
七
日
付
で
家
康
か
ら
郡
代
平
岩
親
吉
に

宛
て
て
発
給
さ
れ
た
次
の
文
書
の
年
次
比
定
を
、
天
正
一
一
年
と
す
る
こ
と
に
あ

る
。

﹇
史
料
１
﹈

一
条
山
地
形
之
儀
、
其
国
之
諸
侍
相
触
、
普
請
可
申
付
候
、
石
垣
積
近
日
可
差
遣

候
之
間
、
油
断
有
間
敷
候
、
恐
々
謹
言

 

正
月
廿
七
日 

 
 

家
康
（
花
押
）

 
 

平
岩
七
助
殿

こ
の
文
書
は
、
甲
斐
国
の
侍
衆
に
一
条
山
の
普
請
を
命
じ
る
一
方
で
、
石
垣
積

の
職
人
を
近
日
中
に
派
遣
す
る
こ
と
を
伝
え
る
書
状
で
あ
る
。
徳
川
義
宣
氏
は
、

こ
の
文
書
が
、
天
正
一
〇
年
六
月
六
日
付
で
、
親
吉
と
共
に
甲
斐
国
政
に
当
っ
て

い
た
岡
部
正
綱
に
家
康
が
命
じ
た
甲
斐
国
南
巨
摩
郡
下
山
城
の
普
請
と
関
連
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
甲
斐
一
国
経
略
の
た
め
に
築
城
を
急
い
だ
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
と
い
う
二
点
の
状
況
証
拠
を
根
拠
と
し
、
平
岩
親
吉
を
「
甲
府
城

代
」
に
任
じ
た
翌
年
正
月
に
、築
城
命
令
を
下
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、天
正
一
三
年
説
は
土
屋
操
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
土
屋
氏
は
、

『
年
代
基
準　

甲
斐
国
史
解
』
に
お
い
て
、
天
正
一
三
年
の
事
項
と
し
て
「
一
甲

府
城
創
築
の
工
起
る
」
を
あ
げ
、「
家
康
一
条
ノ
庄
に
新
城
を
築
か
ん
と
し
、
一

蓮
寺
及
び
湯
田
の
民
戸
、
住
吉
明
神
等
を
稲
門
の
地
に
移
し
、
土
木
の
工
を
起
す
。

未
だ
成
ら
す
し
て
家
康
関
東
に
封
ぜ
ら
れ
、
豊
臣
氏
代
り
て
本
州
を
管
轄
す
る
に

至
れ
り
」と
つ
づ
っ
て
い
る 3

。
ま
た
、『
甲
斐
史
』に
も「
一
条
の
館
地
を
見
た
て
ゝ

新
城
を
築
く
こ
と
に
し
、
天
正
十
三
年
縄
張
を
は
じ
め
、
土
木
の
工
を
起
し
た
」 4

と
記
し
て
い
る
。
た
だ
、
土
屋
氏
は
、
甲
府
城
の
築
城
が
開
始
さ
れ
た
と
す
る
証

拠
を
掲
げ
て
い
な
い
た
め
、
徳
川
善
宣
氏
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
に
対
し
、
い
ず
れ
の
説
も
否
定
し
、
新
た
に
天
正
一
七
年
を
築
城
開
始
年
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（3）

と
す
る
平
山
優
氏
の
説
が
あ
る 5

。
そ
の
史
料
的
根
拠
は
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

『
甲
斐
国
志
』村
里
部
第
七「
蔵
田
村
」の
記
述
で
あ
る
。
天
正
一
七
年
検
地
の
時
、

上
田
の
石
盛
を
二
石
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
蔵
田
村
百
姓
の
愁
訴
に
、
検
地
奉
行

伊
奈
熊
蔵
が
、「
不
超
三
年
必
ス
此
処
へ
府
城
ヲ
遷
サ
レ
ン
、
左
ス
レ
ハ
市
町
ノ
汚
水
ユ

キ
廻
リ
、
忽
チ
美
田
成
事
疑
ナ
シ
」 6

と
諭
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
蔵
田
村
は
甲

府
城
の
外
郭
南
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
が
、
こ
の
逸
話
は
三
年
以
内
に
こ
の
村
に

城
が
遷
さ
れ
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
正
一
七
年
検
地
時
に
甲
府

城
の
築
城
が
定
ま
っ
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、『
甲
斐
国
志
』
人
物

部
第
九
「
平
岩
七
之
助
親
吉
」
の
項
目
に
、
「
一条
小
山
ニ
新
造
御
縄
張
ヲ
沙
汰
セ

ラ
ル
、
経
営
未
タ
就
ラ
ズ
、
同
十
八
年
関
東　

御
入
国
ニ
依
テ
、
本
州
ハ
豊
臣
家
ノ

領
地
ト
ナ
レ
リ
、
加
藤
遠
江
守
・
浅
野
左
京
大
夫
ノ
時
築
之
、
平
岩
主
計
頭
加
修
セ

シ
ト
云
ナ
リ
」 7

と
あ
り
、
家
康
は
縄
張
り
を
決
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天

正
一
八
年
関
東
移
封
に
よ
り
結
局
築
城
を
し
な
か
っ
た
、
逆
に
い
え
ば
天
正
一
八

年
に
近
い
時
期
に
築
城
決
定
が
な
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
と
い
う
。
第
三
に
、﹇
史
料

1
﹈
に
あ
る
石
垣
積
を
担
う
職
人
、
す
な
わ
ち
穴
太
衆
を
家
康
が
徴
発
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
家
康
が
秀
吉
の
臣
下
に
入
っ
た
後
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
天
正
一
四
年
以
降
に
下
る
と
推
定
す
べ
き
と
す
る
。
以
上
三
点
か
ら
、

平
山
氏
は
「
家
康
は
天
正
十
七
年
に
甲
府
築
城
の
準
備
に
入
っ
た
も
の
の
、
小
田

原
出
兵
と
続
く
関
東
転
封
の
た
め
に
中
断
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
と
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
」
と
、
甲
府
築
城
の
開
始
を
天
正
一
七
年
と
結
論
づ
け
た 8

。
こ
の
平

山
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
ち
、
こ
の
天
正
一
七
年
説
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
今

日
で
は
天
正
一
一
年
説
に
か
わ
る
定
説
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
の
根
拠
と
さ
れ
た
第
一
点
目
の
蔵
田
村
百
姓
に
対
す
る
伊
奈

熊
蔵
の
逸
話
は
、
天
正
一
七
年
以
前
に
甲
府
城
の
位
置
が
固
ま
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
天
正
一
七
年
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
第
二
点

目
も
、
天
正
一
一
年
、
同
一
三
年
に
築
城
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
天
正

一
八
年
の
関
東
移
封
ま
で
の
間
に
時
間
が
開
き
す
ぎ
る
と
い
う
消
去
法
的
な
考
え

で
あ
り
、
天
正
一
七
年
と
限
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
第
三
点
目
の
穴
太
衆

に
つ
い
て
も
、
近
年
北
垣
聡
一
郎
氏
に
よ
り
、「
近
江
坂
本
の
穴
太
を
本
貫
地
と

す
る
穴
太
の
技
術
は
、
豊
臣
秀
吉
以
前
の
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
従
来
の
見
解
は
、
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。」 9

と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
家
康
が
甲
府
城
の
築
城
を
決
め
、
そ
の
開
始
を
命
じ
た
年
次

に
つ
い
て
、
三
つ
の
説
が
存
在
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
そ
の
年
次
を
明
示
す
る

史
料
的
根
拠
に
乏
し
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
武
田
氏
滅
亡
後
に
新
た
な
甲
斐
国
経
営
の
中
枢
が
担
わ
れ
た

場
を
、
徳
川
家
康
の
動
向
に
留
意
し
な
が
ら
検
討
し
、
そ
の
検
討
の
過
程
で
上
記

の
甲
府
城
築
城
の
開
始
時
期
を
可
能
な
限
り
確
定
す
る
作
業
を
行
い
た
い
。

天
正
一
〇
（
一
五
八
二
）
年
一
二
月
一
二
日
、
家
康
は
古
府
に
三
河
と
遠
江
の

諸
将
を
集
め
、
甲
信
両
国
の
平
定
に
対
す
る
祝
着
を
述
べ
た
上
、
暇
を
与
え
帰

陣
を
促
し
た
と
い
う 10

。
一
二
月
二
一
日
、
平
岩
親
吉
を
甲
斐
国
の
郡
代
に
任
じ
、
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一
万
三
千
石
を
与
え
た 11

。
他
方
、
北
条
氏
政
・
氏
忠
の
軍
勢
を
都
留
郡
黒
駒
で

討
ち
取
っ
た
恩
賞
と
し
て
、
八
月
二
〇
日
に
都
留
郡
（
郡
内
）
を
与
え
ら
れ
て
い

た
鳥
居
元
忠
は
、
引
き
続
き
甲
斐
国
に
留
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
成
瀬
正
一
と
日

下
部
定
好
は
「
両
奉
行
」
と
し
て
甲
斐
国
政
を
担
う
役
職
に
任
じ
ら
れ
、
以
後
九

年
間
甲
府
に
在
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た 12

。
ま
た
、
岡
部
正
綱
も
甲
斐
国
で
所
領

を
与
え
ら
れ
た
。
岡
部
正
綱
は
、
天
正
一
一
年
一
月
一
三
日
、
武
田
旧
臣
の
中
か

ら
小
浜
景
隆
・
間
宮
信
高
を
手
先
に
付
け
ら
れ
、「
御
留
守
」
を
つ
と
め
る
よ
う

命
じ
ら
れ
た 13

。

続
い
て
、
同
年
閏
正
月
一
四
日
と
三
月
二
八
日
付
で
、
家
康
か
ら
甲
斐
国
の
武

田
旧
臣
ら
に
本
領
安
堵
の
朱
印
状
が
発
給
さ
れ
た 14

。
さ
ら
に
、四
月
一
七
日
以
降
、

と
く
に
四
月
一
八
、一
九
、二
〇
、二
四
日
付
で
、
諸
士
と
と
も
に
寺
社
へ
の
安
堵

の
朱
印
状
が
多
数
発
給
さ
れ
て
い
る 15

。
四
月
一
八
日
に
は
、
武
田
旧
臣
で
あ
る

志
村
貞
盈
・
萩
原
昌
之
・
窪
田
吉
正
・
窪
田
忠
廉
・
原
胤
従
・
山
本
忠
房
・
河
野

通
重
・
森
通
ら
九
人
を
浜
松
城
に
召
し
出
し
、
甲
斐
一
国
の
諸
務
を
沙
汰
す
べ
し

と
命
じ
た
と
い
う 16

。『
武
徳
編
年
集
成
』
で
は
、
九
人
は
甲
斐
国
と
隣
国
と
の
境

目
筋
の
仕
置
き
を
任
さ
れ
、
こ
の
内
の
一
人
に
境
目
の
砦
で
隣
国
の
情
報
な
ど
を

収
集
す
る
横
目
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た 17

。
ま
た
、『
甲
斐
国
志
』
で
は
、九
人
は
「
筋

奉
行
」
と
呼
ば
れ
、
年
貢
未
進
の
催
促
や
川
除
け
の
人
足
奉
行
な
ど
を
つ
と
め
る

任
を
も
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る 18

。

こ
の
よ
う
に
家
康
は
、
天
正
一
〇
年
一
二
月
か
ら
翌
一
一
年
を
通
じ
、
甲
斐
国

武
田
旧
臣
の
臣
従
化
を
進
め
、寺
社
領
に
対
し
て
も
本
領
を
安
堵
し
た 19

。
し
か
し
、

翌
天
正
一
二
年
に
は
、家
康
が
甲
斐
国
に
入
っ
た
形
跡
を
史
料
上
確
認
で
き
な
い
。

同
年
一
二
月
に
織
田
信
雄
・
家
康
と
秀
吉
の
講
和
が
成
立
し
て
以
降
、
再
び
家
康

は
領
国
経
営
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
正
一
〇
年
七
月
か
ら
天
正
一
一
年
に
、
家
康
が
陣
を
置
い
た
の

は
、
武
田
館
（
躑
躅
ケ
崎
館
）
で
は
な
く
、『
武
徳
編
年
集
成
』
に
よ
る
と
、
尊

躰
寺
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
家
忠
日
記
』
八
月
二
五
日
の
条
に
、「
家
康
昨
日

廿
四
日
ニ
、
甲
州
へ
御
越
候
」 20

と
あ
る
が
、『
武
徳
編
年
集
成
』
で
は
、「（
天
正

一
一
年
）
八
月
二
十
四
日
神
君
浜
松
を
御
首
途
ア
リ
（
中
略
）
不
日
ニ
甲
州
尊
躰

寺
迄
着
御
」 21

と
あ
り
、八
月
二
四
日
に
尊
躰
寺
に
入
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
尊
躰
寺
が
旅
営
に
使
わ
れ
た
か
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
『
甲
斐
国
志
』
古
蹟

部
第
八
「
仮
御
殿
ノ
跡
」
で
は
、
尊
躰
寺
の
住
持
弁
誉
が
三
河
国
大
樹
寺
勢
誉
の

弟
子
と
い
う
関
係
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る 22

。

そ
も
そ
も
、
天
正
一
〇
年
三
月
七
日
に
古
府
に
入
っ
た
織
田
信
忠
は
、『
信
長

公
記
』
に
よ
る
と
、「
一
条
蔵
人
私
宅
に
御
陣
を
居
え
さ
せ
ら
れ
」 23、
四
月
三
日

に
古
府
に
入
っ
た
織
田
信
長
は
、「
勝
頼
居
城
の
甲
州
新
府
灰
跡
を
御
覧
じ
、
是

よ
り
古
府
に
至
っ
て
御
参
陣
。
武
田
信
玄
館
に
、
三
位
中
将
信
忠
卿
御
普
請
丈
夫

に
仰
付
け
ら
れ
、
仮
の
御
殿
美
々
敷
相
構
へ
、
信
長
公
御
居
陣
候
キ
」 24

と
あ
る
よ

う
に
、
武
田
信
玄
館
（
躑
躅
ケ
崎
館
）
に
、
信
忠
に
命
じ
て
普
請
さ
せ
た
「
美
々

し
い
」
仮
御
殿
に
陣
を
据
え
た
と
い
う
。
あ
え
て
、
躑
躅
ケ
崎
館
に
陣
を
置
く
こ

と
で
、
武
田
氏
に
代
わ
る
信
長
の
新
た
な
支
配
の
幕
開
け
を
象
徴
的
に
示
す
狙
い

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
信
長
か
ら
、
河
内
を
除
く
甲
斐
国
を

宛
行
わ
れ
た
河
尻
秀
隆
は
、
躑
躅
ケ
崎
館
を
拠
点
と
し
な
か
っ
た
。『
甲
斐
国
志
』

古
蹟
部
第
八
「
火
葬
場
岩
窪
村
」
で
は
、「
是
時
古
城
廃
シ
テ
新
城
未
築
、
河
尻
ハ
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鍛
冶
曲
輪
ト
云
処
ニ
居
レ
リ
ト
云
伝
フ
、
大
泉
寺
小
路
ノ
西
、
鍛
冶
小
路
ト
ア
ル

処
ナ
リ
シ
ニ
ヤ
」 25

と
、
古
府
の
大
泉
寺
小
路
西
の
鍛
冶
曲
輪
と
呼
ば
れ
る
場
所
を

拠
点
と
し
た
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
天
正
一
〇
年
七
月
、
古
府
に
入
っ
た
家
康
も
、
ま
ず
躑
躅
ケ
崎
館
に

入
っ
た
も
の
の
、
尊
躰
寺
に
移
っ
た
と
、『
甲
斐
国
志
』
古
蹟
部
第
八
「
屋
形
跡

古
府
中
村
」
は
述
べ
て
い
る 26

。
そ
の
後
、
家
康
が
新
府
（
韮
崎
）
で
北
条
氏
直
と

対
峙
す
る
間
も
、
古
府
で
は
、
水
野
勝
成
・
内
藤
信
成
ら
が
、
新
善
光
寺
や
一
蓮

寺
等
を
始
め
と
す
る
諸
寺
社
を
陣
営
と
し
て
、「
御
留
守
」
を
守
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
現
実
に
は
、
躑
躅
ケ
崎
館
の
破
却
は
か
な
り
ひ
ど
く
、
す
ぐ
に
統
治

の
拠
点
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実

際
、
郡
代
と
し
て
配
置
さ
れ
た
平
岩
親
吉
や
両
奉
行
成
瀬
・
日
下
部
以
下
が
、
ど

こ
で
政
務
を
行
っ
て
い
た
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
二
六

（
一
八
九
三
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
中
側
亨
『
甲
斐
国
史
案
』
で
は
、「
平
岩
親
吉
ヲ

以
テ
古
府
ノ
城
代
ト
ナ
シ
、
岩
窪
ニ
居
リ
、
九
筋
ヲ
統
治
セ
シ
ム
」 27

と
述
べ
、
躑

躅
ケ
崎
館
東
南
の
岩
窪
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で

は
な
い
。

古
府
と
甲
斐
国
の
守
衛
に
つ
い
て
『
甲
斐
国
志
』
人
物
部
第
九
「
平
岩
七
之
助

親
吉
」
の
項
で
は
、「
旧
記
ニ
、
此
頃
ハ
古
城
破
壊
ノ
後
、
府
城
未
成
就
、
石
水

寺
要
害
ノ
城
番
、
駒
井
右
京
・
日
向
玄
東
齋
父
子
勤
之
ト
ア
リ
、
国
堺
関
・
砦
ノ

口
々
ハ
、
其
ノ
所
在
住
ノ
士
相
聚
リ
テ
守
衛
ナ
サ
シ
ム
、
天
正
壬
午
以
来
数
度
本

州
ニ　

入
御
、
仮　

御
殿
ハ
古
府
ニ
在
リ
」 28

と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
躑

躅
ケ
崎
館
が
勝
頼
に
よ
り
破
却
さ
れ
た
後
、
甲
斐
国
に
は
府
城
が
完
成
し
て
お
ら

ず
、
躑
躅
ケ
崎
館
の
北
側
の
「
石
水
寺
要
害
」（
積
翆
寺
要
害
）
で
は
、
駒
井
・

日
向
父
子
が
城
番
を
つ
と
め
、
国
境
の
関
や
砦
は
そ
の
地
域
の
侍
衆
で
守
衛
し
て

い
た
。
家
康
は
、
天
正
壬
午
（
一
〇
年
）
の
甲
斐
入
国
後
、
古
府
に
仮
御
殿
を
設

け
拠
点
と
し
た
。
そ
し
て
、
一
条
小
山
に
新
城
の
縄
張
り
を
沙
汰
し
た
が
、
経
営

す
る
前
に
、
関
東
移
封
と
な
っ
た
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
府
の
仮
御
殿
が
尊

躰
寺
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
『
甲
斐
国
志
』
古
蹟
部
第
八
「
仮
御
殿
ノ

跡
」
に
詳
し
い
。

ま
た
、「
甲
府
尊
躰
寺
由
緒
書
」
に
も
、
天
正
一
〇
年
七
月
以
降
、
尊
躰
寺
が

本
陣
に
命
ぜ
ら
れ
た
理
由
は
、「
外
寺
院
と
違
ひ
、
四
方
之
外
堀
土
手
築
立
、
御

要
害
一
際
厳
重
之
場
所
」
で
あ
っ
た
た
め
と
記
さ
れ
て
い
る 29

。
家
康
は
、
尊
躰

寺
に
仮
御
殿
を
置
き
な
が
ら
、
新
城
を
築
く
沙
汰
を
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
沙
汰
は
い
つ
出
さ
れ
た
か
、
考
察
を
続
け
て
い
こ
う
。

天
正
一
一
（
一
五
八
三
）
年
四
月
、
再
び
甲
斐
国
に
入
っ
た
家
康
は
、
い
わ
ゆ

る
四
奉
行
を
通
し
て
甲
斐
国
内
の
棟
別
賦
課
や
人
足
徴
発
等
の
役
賦
課
を
命
じ
て

い
る
。
四
奉
行
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
時
期
と
人
物
が
特
定
さ
れ
な
い
ま
ま

一
様
に
「
四
奉
行
」
と
呼
ん
で
き
た
が
、
天
正
一
〇
年
か
ら
天
正
一
八
年
ま
で
の

A
段
階
と
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
平
岩
親
吉
が
再
度
甲
府
城
に
入
り
慶
長

八
年
に
徳
川
義
直
が
入
封
す
る
ま
で
の
B
段
階
と
で
は
、
構
成
が
明
確
に
異
な
っ

て
い
る
。
前
者
の
A
段
階
に
は
、
櫻
井
信
忠
・ 

以
清
齋
（
市
川
元
松
）・
石
原
四

郎
右
衛
門
昌
明
・
玄
随
齋
（
工
藤
喜
盛
）
で
あ
り
、
後
者
の
B
段
階
は
、
櫻
井
安



125

東京外国語大学論集 第 103号（2022）

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 103 (2022)

（6）

芸
守
信
忠
・
石
原
四
郎
右
衛
門
尉
昌
明
・
小
田
切
大

隅
守
茂
富
・
跡
部
九
郎
右
衛
門
尉
昌
忠
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
天
正
一
〇
年
か
ら
同
一
八
年
ま
で
の

A
段
階
に
照
点
を
当
て
、
四
奉
行
に
該
当
す
る
人
物

が
甲
斐
国
内
に
発
給
し
た
文
書
を
、『
大
日
本
史
料
』

と
『
新
編　

甲
州
古
文
書
』
か
ら
、
第
1
表
に
ま
と

め
た
。但
し
、文
書
に
年
紀
が
あ
る
も
の（
表
中
○
印
）

は
少
な
く
、『
大
日
本
史
料
』
や
『
新
編　

甲
州
古

文
書
』
の
編
者
が
比
定
し
た
年
代
に
は
（　

）
を
付

し
て
、
第
1
表
に
掲
げ
て
い
る
。

ま
ず
、
文
書
の
様
式
的
な
観
点
か
ら
み
て
、
第
1

表
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
第

一
に
、
文
書
の
発
給
人
に
つ
い
て
で
あ
る
。
２
〜
7

番
の
天
正
一
〇
年
一
二
月
か
ら
翌
一
一
年
五
月
ま
で

は
、
以
清
齋
・
石
原
四
・
玄
随
齋
の
三
人
か
、
あ
る

い
は
栄
富
齋
を
加
え
た
四
人
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
武
田
旧
臣
で
、
以
清
齋
と
は
、
市
川
元
松
、「
石

四
右
」
は
石
原
四
郎
右
衛
門
昌
明
、「
玄
隋
齋
」
は

 

工
藤
喜
盛
、「
栄
富
齋
」
は
三
枝
虎
吉
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
市
川
元
松
と
工
藤
喜

盛
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
慶
長
期
の
四

奉
行
に
は
名
前
が
み
ら
れ
な
い
。
石
原
昌
明
は
、
甲

［注］「史料No.」：数字は『新編　甲州古文書』所収番号、○－○－○は『大日本史料』の編－号－頁を示す。
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斐
国
の
公
事
奉
行
を
つ
と
め
た
後
、家
康
に
従
っ
て
上
総
国
の「
制
法
を
沙
汰
」し
、

慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
か
ら
甲
府
城
の
「
御
留
守
居
」
を
勤
め
、
慶
長
一
三
年

四
月
二
三
日
に
没
し
た 30

。
ま
た
三
枝
虎
吉
は
、
天
正
一
二
年
四
月
一
四
日
に
亡

く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
表
で
は
5
番
以
降
に
は
名
前
が
現
れ
な
い 31

。
な
お
、
こ

の
時
期
の
三
人
な
い
し
四
人
の
連
署
は
、
日
下
か
ら
玄
随
齋
・
以
清
齋
・
石
四
右
・

栄
冨
齋
の
順
で
あ
っ
た
。

第
二
に
、「
栄
富
齋
」
に
代
わ
っ
て
8
番
以
降
登
場
す
る
の
が
「
櫻
井
」
で
、

以
後
は
「
櫻
井
」・「
以
清
齋
」・「
石
四
右
」・「
玄
隋
齋
」
の
順
で
四
人
が
連
署
す

る
形
が
定
式
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
櫻
井
」
と
は
、
武
田
旧
臣
で
桜
井
村
を
本

貫
と
し
た
櫻
井
信
忠
と
み
ら
れ
る
。
信
忠
は
、
武
田
信
玄
・
勝
頼
に
仕
え
た
が
、

家
康
に
臣
従
し
て
天
正
一
一
年
閏
正
月
一
四
日
に
山
梨
郡
櫻
井
郷
で
本
領
七
〇
貫

文
安
堵
、
九
月
晦
日
に
下
条
郷
で
四
〇
貫
文
の
加
増
を
う
け
た
と
い
う 32

。
天
正

一
一
年
閏
正
月
一
四
日
に
は
、
多
く
の
武
田
旧
臣
に
本
領
安
堵
の
朱
印
状
が
家
康

に
よ
り
発
給
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
貫
と
し
て
信
忠
も
安
堵
さ
れ
、
四
奉
行
の
一

人
に
加
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
天
正
一
八
年
に
は
、
甲
斐
国
の
訴
訟
を
扱
う
こ
と

を
職
掌
と
し
、家
康
の
関
東
移
封
に
従
っ
て
上
総
国
で
「
諸
務
を
沙
汰
」
し
た
が
、

慶
長
五
年
か
ら
石
原
昌
明
と
と
も
に
甲
府
城
を
預
か
っ
た
と
い
う
。
慶
長
一
五
年

九
月
二
四
日
に
没
し
、
信
忠
の
娘
が
石
原
昌
明
に
嫁
し
て
い
る 33

。

と
こ
ろ
で
、
四
奉
行
の
連
署
文
書
の
形
式
と
し
て
典
型
的
な
の
は
、
た
と
え
ば

14
番
の
天
正
一
三
年
と
推
定
さ
れ
る
「
乙
酉
二
月
朔
日
」
付
、
坂
田
甚
八
宛
に
発

給
さ
れ
た
次
の
文
書
で
あ
る 34

。

肴
之
役
、
御
代
官
被
仰
付
候
、
国
中
諸
口
宿
役
共
ニ
、
年
中
黄
金
四
拾
両
ニ
相
定
、

如
前
々
新
儀
無
非
分
様
ニ
調
、
毎
年
六
月
弐
拾
両
、
極
月
弐
拾
両
、
如
此
可
被
納
者

也

 
 

乙
酉 

 
 

 

櫻
井 

　

印

 
 

　

二
月
朔
日 

 
 

以
清
齋 

　

印

 
 
 

 
 

 

石
四
郎
右 　

印

 
 
 

 
 

 

玄
随
齋 

　

印

 

　
　
　

坂
田
甚
八
殿

こ
の
坂
田
甚
八
は
、
の
ち
に
甲
府
城
下
八
日
町
に
居
住
し
、
柳
町
の
山
木
金
左

衛
門
と
二
人
で
、
町
年
寄
を
つ
と
め
る
家
で
あ
る 35

。
祖
父
源
右
衛
門
が
伊
勢
国

か
ら
浪
人
と
し
て
甲
斐
国
に
来
住
し
た
と
い
う
由
緒
を
持
っ
て
い
る
。
天
文
一
一

（
一
五
四
二
）
年
閏
三
月
、
武
田
信
玄
か
ら
、
居
屋
敷
の
諸
役
免
許
を
認
め
ら
れ
、

天
正
一
〇
年
の
家
康
甲
斐
入
国
後
も
、「
御
代
官
」
を
勤
め
、
米
一
〇
〇
俵
と
長

崎
割
符
糸
五
丸
を
毎
年
下
付
さ
れ
た
と
い
う 36

。﹇
史
料
2
﹈
は
、
乙
酉
（
天
正

一
三
年
）
二
月
一
日
に
、
坂
田
甚
八
を
「
肴
之
役
」
徴
収
の
「
御
代
官
」
に
任
命

し
た
時
の
文
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
肴
之
役
」
と
は
、
他
国
か
ら
甲
斐
国
に
移
入

さ
れ
る
塩
魚
へ
の
課
税
と
み
ら
れ
、
国
中
の
「
口

（
郷
カ
）宿

」 37

お
い
て
、
年
間
黄
金
四
〇

両
と
定
め
て
従
前
ど
お
り
徴
収
し
、
毎
年
六
月
に
二
〇
両
、
一
二
月
に
二
〇
両
を

四
奉
行
に
上
納
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
15
番
、
九
人
頭
の

一
人
河
野
但
馬
守
通
重
へ
の
塩
山
（ 

向
嶽
寺
）
門
前
か
ら
人
足
徴
発
に
か
か
わ
る

指
示
、
16
・
17
番
の
市
川
大
門
の
肌
吉
紙
漉
き
職
人
に
対
す
る
棟
別
銭
と
「
山
口
」



123

東京外国語大学論集 第 103号（2022）

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 103 (2022)

（8）

（
山
の
使
用
料
）の
徴
収
禁
止
、19
番
慈
照
寺
門
前
の
棟
別
徴
収
禁
止
な
ど
の
ほ
か
、

「
肴
之
役
」、
棟
別
銭
、
山
口
銭
、
人
足
徴
発
な
ど
、
ま
た
付
加
税
や
人
足
役
な
ど

の
徴
税
の
賦
課
や
免
除
な
ど
が
、
四
奉
行
の
職
掌
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
に
、
黒
印
が
捺
さ
れ
た
文
書
か
、
花
押
が
据
え
ら
れ
た
判
物
か
の
違
い
で

あ
る
。
写
し
の
場
合
、
印
章
の
形
も
判
別
で
き
る
も
の
は
、
第
1
表
の
「
発
給
人
」

欄
に
「
印
」
と
し
、
花
押
を
書
写
し
た
も
の
を
「
花
押
」、「
判
」
と
書
写
し
た
も

の
は
「
判
」
と
し
て
示
し
た
。

こ
れ
を
み
る
と
、
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、 

7
番
天
正
一
一
年
五
月

一
三
日
付
「
神
主
」
宛
の
神
領
書
立
、
23
番
天
正
一
四
年
八
月
一
九
日
付
、
塩

山
（
向
嶽
寺
）
納
所
宛
の
諸
役
免
除
を
認
め
る
文
書
と
、 

24
番
天
正
一
五
年
一
二

月
二
三
日
付
西
花
輪
村
の
八
幡
領
を
認
め
る
文
書
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
甲
斐
国
志
』 

人
物
部
第
九
「
平
岩
七
之
助
親
吉
」
中
「
四
奉
行
」
の
項
で
は
、

「
玄
随
齋
・
以
清
齋
」の
割
注
と
し
て
、「
二
宮
神
社
ニ
四
人
連
名
花
押
ノ
書
ヲ
蔵
ム
、

其
余
皆
墨
印
ナ
リ
、
因
称
之
四
奉
行
黒
印
ト
」
と
あ
り
、『
甲
斐
国
志
』
編
纂
時

に
確
認
さ
れ
る
四
奉
行
連
署
状
は
、
二
宮
神
社
所
蔵
の
文
書
以
外
す
べ
て
黒
印

で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
二
宮
神
社
所
蔵
の
四
奉
行
連
署
状
が
、
第
1
表
7

番
に
掲
げ
た
天
正
一
一
年
五
月
一
三
日
付
の
「
神
主
」
宛
の
文
書
と
み
ら
れ
る 38

。

こ
れ
は
、同
年
四
月
一
九
日
付
で
発
給
さ
れ
た
家
康
直
判
の
神
領
安
堵
状
を
受
け
、

四
奉
行
に
よ
り
出
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
を
比
較
し
た
第
2

表
を
み
る
と
、
四
奉
行
連
署
状
の
神
領
書
立
の
方
が
、
家
康
の
安
堵
状
に
記
さ
れ

た
箇
所
付
や
貫
文
よ
り
、
か
な
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
四
奉
行
発
給
書
に
、

神
領
な
ど
所
領
安
堵
に
か
か
わ
る
文
書
は
他
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
文
書

の
真
偽
を
含
め
、
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
23
番
天
正
一
四
年
八
月
一
九
日
付
塩
山
寺
納
所
宛
諸
役
免
許
状
は
、
櫻

井
を
「
櫻
井
安
芸
守
」、
石
原
昌
明
を
「
石
原
四
郎
右
衛
門
尉
」
と
す
る
な
ど
、

慶
長
八
年
以
後
の
B
段
階
の
様
式
で
あ
る
こ
と
、
24
番
天
正
一
五
年
一
二
月
二
三

日
付
西
花
輪
村
の
八
幡
領
の
認
定
を
す
る
文
書
は
、
名
乗
り
は
A
段
階
の
他
の
様

式
と
同
じ
も
の
の
、「
櫻
井　

花
押
」「
以
清
齋　

同
」「
石
四
右　

同
」「
玄
随
齋　

同
」
と
書
写
の
し
か
た
が
正
確
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

第
1
表
で
「
花
押
」
の
あ
る
三
つ
の
文
書
は
、
偽
書
の
可
能
性
も
含
め
、
今
後
詳

細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
第
1
表
に
は
、
9
・
19
・
28
番
の

よ
う
に
、
押
印
部
分
に
「
判
」
と
書
写
し
た
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ

も
無
年
号
で
、
他
の
印
判
の
連
署
状
と
同
じ
形
式
で
あ
る
た
め
、「
判
」
と
は
「
花

押
」
で
は
な
く
印
判
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
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以
上
、
第
1
表
の
検
討
か
ら
、
櫻
井
信
忠
が
加
わ
り
四
奉
行
が
確
定
し
た
後
の

連
署
状
は
、
現
時
点
で
、
第
1
表
8
番
天
正
一
一
年
一
〇
月
か
ら
27
番
天
正
一
七

年
三
月
ま
で
の
間
で
確
認
さ
れ
る
が
、
11
・
12
番
の
石
原
四
郎
右
衛
門
一
人
の
発

給
文
書
、
21
・
22
番
の
日
下
部
・
成
瀬
を
加
え
た
六
人
の
連
署
文
書
を
除
く
と
、

天
正
一
一
年
に
は
8
・
9
番
の
一
〇
月
二
点
の
み
、
同
一
二
年
で
は
10
番
の
九
月

の
み
、
同
一
四
年
に
は
全
く
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
逆
に
、

天
正
一
三
年
に
は
、
13
番
〜
20
番
の
八
点
と
、
最
も
多
く
の
四
奉
行
連
署
状
が
発

給
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
1
表
で
、
年
紀
や
干
支
が
な
く
、
こ
れ
を
収
載
す
る
『
新
編
甲
州

古
文
書
』
に
お
い
て
も
年
次
比
定
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
内
、
甲
府
城
の
普
請

年
代
を
考
察
す
る
上
で

と
な
る
史
料
と
み
ら
れ
る
28
番
に
つ
い
て
検
討
し
て
お

き
た
い 39

。
こ
の
文
書
は
、
四
月
二
五
日
付
で
、
東
八
代
郡
の
石
和
八
幡
社
神
主

宛
に
出
さ
れ
た
次
の
史
料
で
あ
る
。

於
当
社
八
幡
相
勉
御
番
社
人
衆
、
自
五
月
二
日
同
十
一
日
ま
て
十
日
御
や
と
い
に

候
、
於
府
中
御
城
普
請
可
被
致
之
旨
、
可
被
相
触
者
也

　
　
　

卯
月
廿
五
日 

 
 

櫻
井 

判

 
 

 
 

 

以
清
齋 

判

 
 

 
 

 

石
四
右 

判

 
 

 
 

 

玄
随
齋 

判

東
郡
筋

　
　

当
社
八
幡
之

　
　
　
　
　
　

神
主

宛
所
の
「
東
郡
筋
当
社
八
幡
」、
す
な
わ
ち
石
和
八
幡
社
は
、
鎌
倉
期
に
石
和

五
郎
光
信
知
に
よ
り
鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
勧
請
さ
れ
、
武
田
氏
の
氏
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
た
神
社
で
あ
る
。
武
田
信
虎
が
川
田
館
か
ら
躑
躅
ケ
崎
館
に
移
っ
た
後
は
、

古
府
に
石
和
八
幡
が
勧
請
さ
れ
、
府
中
八
幡
社
と
し
て
鎮
座
さ
れ
た
。﹇
史
料
3
﹈

は
、
石
和
八
幡
社
に
勤
番
す
る
社
人
衆
を
、
五
月
二
日
か
ら
五
月
十
一
日
ま
で
、

夫
役
で
は
な
く
「
御
や
と
い
」、
す
な
わ
ち
賃
銭
が
支
払
わ
れ
る
形
で
、
府
中
の

城
普
請
に
出
す
よ
う
、
四
奉
行
が
石
和
八
幡
社
神
主
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
甲
斐
国
志
』
神
社
部
第
四
「
八
幡
宮
」
の
項
で
は
、
こ
の
文
書
を
「
卯
月
廿

五
日
天
正
中
四
奉
行
ノ
下
知
状
」
と
特
定
し
、
こ
れ
が
石
和
八
幡
社
に
伝
来
す
る

と
書
き
留
め
て
い
る 40

。
し
か
し
、「
天
正
中
」と
割
注
が
付
さ
れ
る
の
み
で
、
年

次
の
推
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い 41

。
現
在
の
と
こ
ろ
、
年
次
を
特
定
す
る
根
拠
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
第
1
表
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
四
奉
行

連
署
状
の
形
式
で
伝
存
す
る
文
書
が
最
も
多
い
天
正
一
三
年
の
可
能
性
が
高
い
。

他
方
、﹇
史
料
3
﹈の
よ
う
な「
御
や
と
い
」で
は
な
く
、夫
役
と
し
て
で
あ
る
が
、

家
康
な
ど
の
公
権
力
が
社
人
を
徴
発
す
る
例
を
、他
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
﹇
史
料
4
﹈（
第
1
表
10
番
）
は
、古
府
の
府
中
八
幡
社
に
伝
来
す
る
文
書
で
、

四
奉
行
が
「
国
中
之
社
人
衆
」
に
宛
て
、「
国
中
禰
冝
衆
」
が
府
中
へ
参
集
す
る

こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る 42

。
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国
中
禰
冝
衆
登
支
度
之
事
、
除
地
下
次
、
一
旗
ニ
而
可
申
付
候
条
、
来
十
六
日
早

天
有
参
府
、
当
社
八
幡
別
当
可
被
仰
下
知
者
也

 
九
月
七
日  

 
 

櫻
井 

（
黒
印
）

 
 

 
 

 

以
清
齋 

（
黒
印
）

 
 

 
 

 

石
四
郎
右 （
黒
印
）

 
 

 
 

 

玄
随
齋 

（
黒
印
）

　

国
中
之

　
　
　

社
人
衆

す
な
わ
ち
、「
地
下
次
」（
じ
げ
な
み
）の
役
儀
＝
百
姓
役
を
免
除
す
る
か
わ
り
に
、

「
一
旗
」
仕
立
て
、
つ
ま
り
旗
を
用
意
し
て
、
九
月
一
六
日
早
朝
に
府
中
の
八
幡

神
社
に
参
集
し
、
八
幡
別
当
の
下
知
に
従
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
文
書
に

つ
い
て
『
甲
斐
国
志
』
神
社
部
第
一
「
八
幡
宮
」
の
項
で
は
、
八
幡
神
社
神
主
右

京
進
（
蔵
人
）
が
国
中
の
禰
宜
を
率
い
て
、
長
久
手
の
陣
中
で
家
康
に
参
謁
し
た

と
記
し
て
い
る 43

。
そ
し
て
、
こ
の
記
載
を
根
拠
に
、『
新
編
甲
州
古
文
書
』
で
は
、

﹇
史
料
4
﹈
の
年
紀
を
天
正
一
二
年
と
比
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

駿
河
国
で
は
、
長
久
手
の
戦
い
に
際
し
、
秀
吉
軍
に
兵
力
で
劣
る
家
康
が
、

一
五
〜
六
〇
歳
ま
で
の
百
姓
を
徴
発
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
伝
存
し
て
い
る
こ

と
を
、
本
多
隆
成
氏
は
紹
介
し
て
い
る 44

。
す
な
わ
ち
、
駿
河
国
焼
津
地
域
の
郷

年
寄
衆
に
向
け
て
、
天
正
一
二
年
八
月
二
六
日
付
で
、
中
黒
の
紋
を
つ
け
た
大
旗

一
本
と
、
そ
れ
ぞ
れ
腰
指
一
本
ず
つ
を
用
意
し
、
弓
・
鉄
砲
・
鑓
を
持
っ
て
、
命

令
次
第
、
出
陣
す
る
準
備
を
す
る
よ
う
に
と
、
坂
本
貞
次
・
駒
井
勝
盛
の
連
署
状

で
触
れ
て
い
る
。
郷
年
寄
は
騎
馬
で
、
原
河
新
三
郎
を
部
隊
長
と
し
、
新
三
郎
の

指
示
で
出
陣
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
本
多
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
動
員
は

戦
闘
員
で
は
な
く
小
荷
駄
隊
を
対
象
と
す
る
と
い
う
が
、
動
員
令
は
一
七
ケ
村
に

対
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
康
の
五
ケ

国
領
内
で
百
姓
の
役
賦
課
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
甲
斐
国
に
お
い
て
も

天
正
一
二
年
に
「
地
下
」（
百
姓
）
が
陣
夫
役
を
賦
課
さ
れ
、
ま
た
八
幡
神
社
の

国
中
の
社
人
が
、「
地
下
次
」
の
夫
役
を
免
除
さ
れ
る
か
わ
り
に
、「
一
旗
」
仕
立

て
で
古
府
の
八
幡
神
社
に
集
め
ら
れ
、
別
当
に
率
い
ら
れ
て
参
陣
す
る
と
い
う
形

の
徴
発
が
翌
年
な
さ
れ
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
掲
げ
る
﹇
史
料
5
﹈
は
、
B
段
階
の
四
奉
行
連
署
状
で
は
あ
る
が
、
社
人

に
対
す
る
夫
役
徴
発
を
命
じ
る
文
書
で
あ
る 45

。

国
中
之
社
人
衆
、
任
先
例
、
御
普
請
場
於
別
所
可
被
仰
付
候
間
、
先
郷
次
之
人
足

可
相
除
者
也

　
　
　

慶
長
八
年

　
　
　
　

卯
三
月
七
日 

 
 

櫻
井 

（
黒
印
）

 
 

 
 

 

石
四
郎
右 （
黒
印
）

 
 

 
 

 

小
田
大 

（
黒
印
）

 
 

 
 

 

跡
九
郎
右 （
黒
印
）

　
　
　
　

八
幡
別
当
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す
な
わ
ち
、
国
中
の
社
人
た
ち
に
、
先
例
の
よ
う
に
、「
郷
次
」（
ご
う
な
み
）

の
人
足
、
つ
ま
り
百
姓
の
役
を
免
除
す
る
か
わ
り
に
、
別
所
で
の
普
請
に
徴
発
す

る
よ
う
、
府
中
の
八
幡
別
当
に
命
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
天
正
一
一
年
か
ら
同
一
八
年
家
康
の
関
東
移
封
ま
で
の
間

に
、
領
国
に
対
す
る
役
賦
課
を
職
掌
と
し
た
四
奉
行
連
署
状
に
つ
い
て
検
討
し
て

き
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
国
内
の
棟
別
銭
や
夫
役
に
か
か
わ
る
四
奉
行
連
署
状
が

天
正
一
三
年
に
多
く
確
認
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
天
正
一
二
年
、
い
わ

ゆ
る
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
終
結
し
た
後
の
、
家
康
の
領
国
支
配
の
動
向
と
と

も
に
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

天
正
一
二
年
、
先
述
の
よ
う
に
家
康
は
一
度
も
甲
斐
国
に
入
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
間
、
甲
斐
国
の
両
奉
行
で
あ
る
成
瀬
正
一
と
日
下
部
定
好
が
、
家
康
の

尾
州
進
発
に
際
す
る
戦
勝
祈
願
の
た
め
、
躑
躅
ケ
崎
館
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
勝
軍

地
蔵
を
、
後
に
愛
宕
町
と
呼
ば
れ
る
地
に
遷
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
、『
甲
斐
国
志
』
仏
寺
部
第
一
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る 46

。
 一

愛
宕
山
宝
蔵
院
愛
宕
町　

真
言
宗
新
義
高
野
山
金
剛
三
昧
院
末　

御
朱
印
寺
領

九
石
八
斗
余
、
則
チ
境
内
六
町
二
町
ノ
地
ナ
リ
、
日
林
寺
ト
称
ス
、
愛
宕
山
ノ
高

爽
ニ 

倚
テ
居
ル
、
即
チ
別
当
寺
ナ
リ
、
元
ト
古
府
中
聖
道
小
路
ニ
在
リ
、
信
玄

ノ
時
、
躑
躅
崎
屋
形
内
ニ
所
祀
勝
軍
地
蔵
愛
宕
権
現
ノ
別
当
ナ
リ
ト
云
、
天
正

十
二
年  （
平
出
）

神
祖
尾
州
御
進
発
ノ
刻
ミ
、
本
州
ノ
両
奉
行
成
瀬
吉
右
衛
門
・

日
下
部
兵
右
衛
門
為
御
祈
祷
、
今
ノ
地
ヘ
遷
シ
、
且
当
御
城
鬼
門
守
護
神
ト
ナ

シ
、
仮
社
ヲ
建
ツ
、
同
年
卯
月
二
日
、
日
下
部
ガ
太
刀
・
馬
奉
納
ノ
折
紙
ニ
、

為　
（
平
出
）　

家
康
様
当
御
陣
ノ
御
祈
念
、
奉
加
甲
州
愛
宕
山
ト
記
セ
リ
、
又
慶

長
中
櫻
井
安
芸
守
外
四
人
ヘ
所
贈
ノ
書
牘
ニ
、
移
遷
ノ
始
末
ヲ
載
タ
リ
全
文
付
録

ニ
出
（
後
略
）

こ
の
短
い
記
述
か
ら
、
天
正
一
二
年
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
時
期
の
古
府
の

動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
（
1
）
〜
（
5
）

と
な
る
。（
１
）『
甲
斐
国
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
一
九
世
紀
前
期
に
は
、
宝
蔵
院
は

移
転
し
て
、
眺
望
の
す
ぐ
れ
た
愛
宕
山
に
「
倚
テ
居
ル
」（
寄
り
掛
か
っ
て
す
わ

る
）
形
で
位
置
し
て
い
る
が
、
元
は
古
府
中
の
聖
道
小
路
に
あ
っ
た
こ
と
、（
2
）

宝
蔵
院
は
、
信
玄
の
時
代
に
躑
躅
ケ
崎
館
内
に
祀
っ
て
い
た
勝
軍
地
蔵
愛
宕
権
現

の
別
当
で
あ
る
こ
と
、（
3
）
天
正
一
二
年
、
家
康
が
尾
州
進
発
の
時
に
、
甲
斐

国
両
奉
行
の
成
瀬
吉
右
衛
門
と
日
下
部
兵
右
衛
門
が
戦
勝
祈
願
の
た
め
に
今
の
地

に
遷
し
、
甲
府
城
の
鬼
門
の
守
護
神
と
し
て
仮
社
を
建
て
た
こ
と
、（
4
）
同
年

四
月
二
日
付
の
日
下
部
に
よ
る
太
刀
と
馬
の
奉
納
の
折
紙
に
は
、
家
康
の
今
回
の

出
陣
を
祈
念
す
る
た
め
に
、
甲
州
愛
宕
山
に
奉
加
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

（
5
）
慶
長
年
中
に
櫻
井
安
芸
守
他
四
人
に
宛
て
た
「
書
牘
」（
書
状
）
に
、
愛
宕

山
宝
蔵
院
の
移
遷
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る 47

。

そ
れ
で
は
、（
1
）〜（
5
）の
事
実
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、

（
1
）
に
あ
る
宝
蔵
院
の
旧
地
と
い
う
聖
道
小
路
と
は
、
信
玄
の
次
男
で
盲
目
の

武
田
龍
芳
（
竜
宝
）
の
屋
敷
地
が
所
在
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
小
路
名
で
あ
る
と

い
い
、『
甲
斐
国
志
』
人
物
部
第
四
「
竜
宝
」
に
は
「
今
古
府
中
ノ
日
影
組
ニ
聖
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道
小
路
ト
云
処
ア
リ
」、
五
輪
塔
も
あ
る
と
記
し
て
い
る 48

。
第
1
図
は
、
慶
応
四

（
一
八
六
八
）
年
に
書
写
さ
れ
た
「
古
府
中
絵
図
」
で
あ
る 49

。
こ
れ
を
み
る
と
、

躑
躅
ケ
崎
館
の
北
側
（
日
影
組
）
に
「
愛
宕
」、そ
の
南
側
に 

「
ア
タ
ゴ　

御
朱
印
」

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
愛
宕
」
が
（
2
）
で
い
う
勝
軍
地
蔵
愛
宕
権
現
で
、「
ア

タ
ゴ
御
朱
印
」
が
、
慶
長
検
地
後
に
発
給
さ
れ
た
慶
長
八
年
宝
蔵
院
寺
領
証
文 50

に
あ
る
「
聖
道
小
路
本
屋
敷　

五
斗
」
に
相
当
し
、
宝
蔵
院
の
旧
地
で
あ
っ
た
所

と
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、（
3
）
の
よ
う
に
、
天
正
一
二
年
に
家
康
が
尾
州
出
陣
に
あ
た
り
、

戦
勝
祈
願
の
た
め
に
成
瀬
と
日
下
部
の
二
人
が
、
現
在
地
、
つ
ま
り
愛
宕
山
の
麓

に
遷
し
、
仮
社
を
設
け
た
。
そ
の
こ
と
を
記
す
と
い
う
（
4
）
で
指
摘
し
た
折
紙

が
、
次
の
文
書
で
あ
る 51

。

　

為
家
康
様
当
御
陣
御
祈
念
、
奉
加
甲
州
愛
宕
山

　

御
太
刀　
　
　

一
腰

　

馬　
　
　
　
　

壱
疋

　
　
　

天
正
拾
二
年
卯
月
二
日　

日
下
部
兵
右
衛
門
尉
（
花
押
）

す
な
わ
ち
、日
下
部
兵
右
衛
門
が
「
家
康
様
当
御
陣
御
祈
念
」
の
た
め
と
し
て
、

「
御
太
刀
」
と
「
馬
」
を
愛
宕
山
宝
蔵
院
に
奉
加
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
実
際
、
四
月
九
日
に
は
、
家
康
か
ら
甲
斐
国
の
平
岩
親
吉
と
鳥
居

元
忠
に
、
長
久
手
の
戦
勝
を
報
じ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る 52

。

以
上
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、（
5
）
に
あ
る
慶
長
期
の
櫻
井
安
芸
守

他
四
人
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
状
は
、『
甲
斐
国
志
』
に
収

録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
宝
蔵
院
文
書
と
し
て
今
日
知
ら
れ
て
い
る
次
の
文
書

と
み
ら
れ
る 53

。

一
書
令
啓
達
候
、
仍
其
許
愛
宕
山
従
宝
蔵
院
、
使
僧
を
以
被
仰
越
候
間
、
申
入
候
、

先
年
其
国
江
御
所
様
御
入
国
之
砌
、
成
吉
右
・
拙
者
両
人
ニ
、
万
事
仕
置
之
儀
被

仰
付
候
刻
、
愛
宕
山
之
将
軍
地
蔵
を
彼
山
へ
勧
請
申
候
ハ
ヽ
、
成
吉
右
・
我
等
為

両
人
、
夫
々
か
り
殿
被
立
置
候
得
共
、
御
所
様
被
為
御
覧
、
御
尋
之
条
、
然
者
尾

州
御
進
発
之
時
ニ
、
為
御
祈
祷
如
此
取
立
申
候
由
言
上
仕
候
、
得
と
御
喜
悦
之
由

御
意
ニ
候
、
雖
然
其
後
御
国
替
ニ
付
而
、
少
将
公
殿
・
同
加
藤
遠
江
守
殿
・
浅
野

弾
正
殿
三
代
御
国
替
御
座
候
内
ニ
、
如
前
々
与
被
仰
無
相
違
候
、
殊
以
左
京
大
夫

殿
と

（
マ
マ
）前

々
よ
り
の
こ
と
く
と
被
仰
、
朱
印
を
御
出
し
候
所
、
結
句
只
今
者
御
所
様

天
下
御
仕

（
マ
マ
）配

ニ
罷
成
所
ニ
、
秋
山
甚
右
衛
門
石
見
殿
之
手
代
仕
候
と
て
、
一
往
之

無
理
も
、
愛
宕
山
中
を
七
十
八
間
迄
わ
り
取
、

ニ
新
寺
を
建
、
彼
新
地
へ
被
付

候
由
、
自
宝
蔵
院
書
状
之
面
ニ
の
せ
、
被
為
仰
越
候
、
左
様
候
得
者
、
拙
者
共
両

人
之
仕
置
之
儀
を
、
三
代
之
御
国
替
ニ
さ
え
無
相
違
御
儘
仰
之
所
、
弥
今
者
少
茂

相
違
有
間
敷
候
等
之
趣
、
方
々
以
不
及
御
分
別
候
ハ
ヽ
、
石
見
殿
へ
被
仰
而
、
石

見
殿
分
別
次
第
可
被
成
候
、
委
曲
者
期
後
音
候
、
恐
々
謹
言

 

七
月
七
日  

 

日
下
部
兵
右
衛
門
（
花
押
）

 

　

櫻
井
安
芸
守
殿

 

　

大
野
主
水
正
殿

 

　

平
岡
々
右
衛
門
殿

 

　

岩
波
七
郎
右
衛
門
殿

 
　

小
田
切
大
隅
守
殿

 
 

　
　

参
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赤
で
囲
っ
た
範
囲
。
北
に
「
愛
宕
」、
南
に
「
ア
タ
ゴ
御
朱
印
」
と
あ
る
。

﹇
出
典
﹈
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
「
古
府
中
絵
図
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
）
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こ
の
書
状
は
、
日
下
部
兵
右
衛
門
定
好
か
ら
櫻
井
安
芸
守
他
四
人
に
宛
て
た
も

の
で
、
そ
の
年
次
は
、
櫻
井
安
芸
守
信
忠
と
小
田
切
大
隅
守
昌
吉
が
甲
府
城
を
預

か
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
慶
長
一
二
（
一
六
〇
七
）
年
八
月
以
降 54

、
小
田
切
昌
吉

が
死
去
す
る
慶
長
一
六
年
五
月
以
前
、
つ
ま
り
慶
長
一
三
〜
一
五
年
の
い
ず
れ
か

に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宛
所
の
大
野
主
水
元
貞
・
平
岡
岡
右
衛
門
千
道
・

岩
波
七
郎
右
衛
門
道
能
は
、
書
状
中
に
あ
る
秋
山
甚
右
衛
門
と
同
じ
大
久
保
石
見

守
長
安
の
手
代
と
み
ら
れ
る 55

。
発
給
人
の
日
下
部
兵
右
衛
門
定
好
は
、
慶
長
六

年
以
降
、
成
瀬
吉
右
衛
門
正
一
と
と
も
に
伏
見
城
の
留
守
居
を
勤
め
て
お
り
、
慶

長
一
二
年
か
ら
松
平
定
勝
が
伏
見
城
代
と
し
て
任
に
就
い
て
か
ら
も
、
両
人
の
職

務
は
続
い
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
書
状
自
体
は
、
大
久
保
長
安
の
手
代
秋
山
甚
右
衛
門
が
、
愛
宕
山

中
で
も
宝
蔵
院
の
寺
地
七
八
間
を
割
り
取
り
、
そ
こ
に
新
規
に
寺
院
を
建
立
し
よ

う
と
す
る
事
態
を
訴
え
た
宝
蔵
院
の
書
状
に
対
し
て
、
日
下
部
兵
右
衛
門
が
大
久

保
長
安
へ
の
対
応
を
求
め
る
べ
く
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
宝
蔵
院

の
寺
地
が
家
康
以
来
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
、
宝
蔵
院
の
移
遷

の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
徳
川
家
康
の
甲
斐
入
国
時
に
、
成
瀬

吉
右
衛
門
正
一
と
日
下
部
兵
右
衛
門
定
好
が
甲
斐
国
の
仕
置
き
を
任
さ
れ
、
そ
の

時
、「
愛
宕
山
之
将
軍
地
蔵
」、
つ
ま
り
山
号
を
愛
宕
山
と
い
う
宝
蔵
院
の
将
軍
地

蔵
を
、「
彼
山
」
つ
ま
り
愛
宕
山
に
勧
請
し
、
成
瀬
正
一
と
日
下
部
定
好
の
二
人

で
仮
殿
を
建
て
た
。
そ
れ
を
見
た
家
康
が
建
立
の
理
由
を
尋
ね
た
の
で
、
こ
れ
は

家
康
の
「
尾
州
御
進
発
」
の
戦
勝
祈
願
の
た
め
に
建
立
し
た
、と
答
え
た
と
こ
ろ
、

家
康
が
た
い
へ
ん
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
家
康
は
関
東
に
国
替
え
と
な
り
、
さ
ら
に

羽
柴
秀
勝
・
加
藤
光
泰
・
浅
野
長
政
と
三
代
国
替
え
が
続
い
た
が
、
そ
の
都
度
、

従
来
の
と
お
り
、
と
言
わ
れ
た
。
浅
野
幸
長
に
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
時
は
、
家

康
は
朱
印
も
出
し
た
。
今
や
、
家
康
が
天
下
を
支
配
す
る
時
代
と
な
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
従
来
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
成
瀬
と
日
下
部
の
両
奉
行
は
、
古
府
中
聖
道
小
路
に
所
在
し
た 

勝

軍
地
蔵
愛
宕
権
現
と
宝
蔵
院
を
、
第
2
図
に
あ
る
よ
う
に
、
愛
宕
山
の
麓
に
遷
し
、

﹇
史
料
7
﹈
で
み
た
よ
う
に
、
太
刀
と
馬
を
、
家
康
の
小
牧
・
長
久
手
の
戦
勝
祈

願
の
た
め
に
宝
蔵
院
に
奉
加
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
愛
宕
山
麓
へ
の
移
遷
が
、﹇
史
料
6
﹈
に
い
う
よ
う
に
、
当
初

か
ら
甲
府
城
の
鬼
門
の
守
護
神
と
し
て
行
わ
れ
た
か
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
愛
宕
社
は
、
武
田
信
玄
が
躑
躅
ケ
崎
館
の
鬼
門

の
守
護
神
と
す
る
た
め
に
、
相
模
国
か
ら
勧
請
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り 56

、
実
際
、

第
1
図
で
み
た
よ
う
に
、
愛
宕
社
は
躑
躅
ケ
崎
館
の
北
東
方
角
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
結
果
的
に
と
は
い
え
、
第
2
図
の
よ
う
に
、
愛
宕
山
麓
の
愛

宕
神
社
と
北
に
隣
接
す
る
宝
蔵
院
は
、
甲
府
城
の
北
東
鬼
門
の
位
置
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
下
部
と
成
瀬
に
よ
る
天
正
一
二
年
の
遷
宮
段
階

で
、
甲
府
城
を
築
城
す
る
予
定
地
が
す
で
に
定
ま
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

く
り
返
し
と
な
る
が
、
天
正
一
二
（
一
五
八
四
）
年
に
は
、
家
康
は
甲
斐
国
に

入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
秀
吉
と
の
講
和
を
経
て
浜
松
に
帰
陣
し
た
家
康
は
、
天
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正
一
三
年
再
び
領
国
経
営
に
乗
り
出
す
。
四
月
に
は
、
甲
斐
国
に
行
き
、
六
月
七

日
に
浜
松
城
に
帰
る
ま
で
の
間
に
、
鳥
居
元
忠
を
は
じ
め
と
す
る
諸
士
に
加
増
を

行
っ
た
。
ま
た
、
武
川
衆
を
は
じ
め
と
す
る
侍
衆
に
も
、
所
領
と
夫
丸
の
安
堵
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
―
二
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
天
正
一
三
年
に
は

諸
役
の
免
除
な
ど
の
特
権
を
認
め
る
四
奉
行
連
署
状
が
集
中
的
に
発
給
さ
れ
た
。

領
国
内
の
課
税
や
夫
役
徴
発
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
四
奉
行
発
給
の
連
署
状
の
多

く
が
天
正
一
三
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
、
家
康
が
領
国
支
配
体
制
を
整
え
る

過
程
に
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
再
び
領
国
支
配
に
目
が
向
け
ら
れ
た
家
康
の
動
向
と
、
甲
府
城
と

の
関
わ
り
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

甲
府
城
が
築
城
さ
れ
た
の
は
、
一
蓮
寺
が
所
在
し
た
一
条
小
山
と
呼
ば
れ
る
地

で
あ
っ
た
。
一
蓮
寺
は
、
時
宗
稲
久
山
一
蓮
寺
と
い
う
時
宗
の
寺
で
あ
る
。『
甲

斐
国
志
』
仏
寺
部
第
一
に
よ
る
と
、
一
条
小
山
は
一
条
次
郎
忠
頼
の
館
で
あ
っ
た

が
、
寿
永
三
（
一
一
八
四
）
年
、
忠
頼
が
鎌
倉
で
誅
さ
れ
た
時
に
、「
婦
人
某
氏
」

が
落
飾
し
て
尼
と
な
り
、
一
蓮
寺
を
創
建
し
た
と
い
う
。
侍
婢
も
断
髪
す
る
者
が

多
く
出
た
た
め
、
尼
寺
に
な
っ
た
と
あ
る
。
正
和
元
（
一
三
一
二
）
年
、
甲
斐
を

訪
れ
た
遊
行
二
祖
他
阿
真
教
上
人
に
武
田
氏
一
族
の
一
条
時
信
が
帰
依
し
、
尼
寺

を
修
飾
し
て
住
持
し
、
そ
の
弟
を
他
阿
の
弟
子
と
し
て
、
法
阿
朔
日
上
人
と
称
し
、

一
蓮
寺
の
開
山
第
一
祖
と
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
代
々
法
阿
を
住
持
の
謚
号

と
し
た
。
大
永
四
（
一
五
二
四
）
年
六
月
一
六
日
に
は
、
武
田
信
虎
が
「
一
条
小

青い部分が甲府城。赤枠で囲った部分の上が「宝蔵院」、下が「愛宕権現」
［出典］弘化 2（1845）年「甲府絵図」（山梨県立博物館所蔵）
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山
御
普
請
初
」
と
山
上
に
砦
を
造
っ
た
た
め
、
同
六
年
四
月
二
七
日
「
本
一
条
ヲ

小
山
原
へ
引
、新
一
条
道
場
ノ
柱
立
、五
月
大
乙
巳
午
刻
、一
条
道
場
ノ
棟
挙
」
と
、

「
小
山
原
」（
小
山
の
麓
）
に
遷
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る 57

。
天
文
・
永
禄

の
頃
に
は
、
寺
門
に
市
が
た
ち
、
商
人
が
多
く
集
ま
り
、
一
条
町
一
蓮
寺
小
路
と

呼
ば
れ
る
町
場
を
成
し
、
団
扇
や
綿
織
物
の
産
地
と
な
っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る 58

。
天
正
一
〇
年
、
家
康
は
甲
斐
に
入
国
し
た
後
、
一
一
月
に
は
一
蓮
寺
に
対
し

て
「
寺
領
・
寮
舎
・
末
寺

名
田
等
」
を
安
堵
す
る
判
物
と
禁
制
を
発
給
し
、
翌

一
一
年
四
月
一
九
日
に
は
寺
領
の
安
堵
状
を
出
し
て
い
る
。
家
康
の
入
国
後
、
一

蓮
寺
に
甲
府
城
が
築
か
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、『
甲
斐
国
志
』
仏
寺
部
第

一
「
稲
久
山
一
蓮
寺
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る 59

。

天
正
壬
午
ノ
後
、
平
岩
七
之
助
城
代
ノ
頃
、
市
河
平
塩
寺
ノ
薬
師
堂
ヲ
、
金
子
一

枚
ニ
買
タ
ル
由
、法
阿
ノ
手
簡
ニ
見
ユ 

此
手
簡
市
河
ノ
宝
聚
院
ニ
蔵
ム
当
寺
ニ
モ
案
文
ヲ
駐
ム
、

一
七
・
八
世
ノ
際
ニ
相
当
ル
ヘ
シ
、
二
代
ト
モ
ニ
有
徳
ノ
僧
ニ
テ
、
十
七
世
法
阿
ハ

早
く
退
隠
シ
テ
、
藤
沢
山
ニ
遷
リ
、
彼
寺
破
壊
ヲ
修
理
セ
リ
、 
十
八
世
ハ
当
寺
ノ

中
興
ト
称
ス
元
和
三
巳
年
三
月
二
日
寂
、
此
代
ニ
府
城
ノ
新
築
ニ
因
テ
、
今
ノ
地
ヘ
寺
ヲ

遷
ス
、
加
藤
光
泰
領
国
ノ
時
ナ
リ
ト
、
寺
記
・
過
去
帳
ニ
モ
見
ユ
、
然
レ
ト
モ
右

ニ
云
、
贈
平
塩
書
簡
ノ
中
ニ
、
当
寺
屋
敷
替
地
之
事
、
大
方
可
相
済
分
ニ
、
可
有

御
心
易
候
ト
ア
リ
、
州
人
ノ
所
口
ス
ル
モ
（
平
出
）　

神
祖
ノ
御
縄
張
ト
云
伝
ヘ
タ
レ

ハ
、
以
前
ニ
版
築
ノ
御
沙
汰
ハ
相
定
マ
リ
、
当
寺

ニ
長
延
寺
・
住
吉
神
社
等
ノ

替
地
賜
ヒ
シ
ハ
、
同
十
七
年
伊
奈
熊
蔵
検
地
ノ
時
ニ
ア
リ
テ
、
加
藤
ノ
領
国
ニ
及

ヒ
遷
寺
造
営
セ
シ
ナ
ル
ヘ
シ
、
四
壁
ノ
溝
ノ
涯
ニ
積
ミ
タ
ル
石
マ
テ
モ
、
城
内
ノ

石
塁
同
様
ノ
石
ヲ
用
ヒ
タ
ル
趣
キ
今
ニ
現
然
タ
レ
ハ
、
殊
ナ
ル
公
役
ト
覚
エ
タ
リ

「
天
正
壬
午
」、
す
な
わ
ち
天
正
一
〇
年
の
家
康
甲
斐
入
国
後
、
平
岩

七
之
助
（
親
吉
）
が
城
代
の
頃
に
、
市
川
の
平
塩
寺
の
薬
師
堂
を
金
一
枚
で
購
入

し
た
こ
と
が
、
法
阿
の
手
簡
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
、
十
七
世
・
十
八
世
法
阿
の

代
に
当
た
る
と
い
う
。
十
七
世
法
阿
は
、
早
く
に
隠
退
し
て
、
藤
沢
山
（
清
浄
光

寺
）
に
遷
り
、
同
寺
の
修
理
に
当
た
っ
た
。
十
八
世
は
、
一
蓮
寺
「
中
興
」
と

い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
に
没
し
た
十
八
世
法
阿
の

時
代
に
、甲
府
城
築
城
の
た
め
に
、一
蓮
寺
は
現
在
（『
甲
斐
国
志
』
編
纂
当
時
）
の

地
に
遷
っ
た
と
い
う
。
そ
の
時
期
は
、
加
藤
光
泰
領
国
の
時
代
、
つ
ま
り
天
正

一
九
年
か
ら
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
一
〇
月
ま
で
で
あ
る
と
、
寺
記
や
過
去
帳

に
も
見
え
る
と
い
う
。
平
塩
寺
に
送
っ
た
書
状
に
、「
一
蓮
寺
の
屋
敷
替
地
も
大

方
決
着
が
つ
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
御
安
意
く
だ
さ
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
州
人
」（
甲
州
の
人
）
も
、
甲
府
城
は
家
康
が
縄
張
り
を
し
た
と
言
い
伝
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
加
藤
光
泰
領
国
期
の
築
城
以
前
に
、「
版
築
ノ
御
沙
汰
」（
築

城
の
計
画
）
は
決
定
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
蓮
寺
や
長
延
寺
、

住
吉
神
社
等
が
替
地
を
も
ら
っ
た
の
は
、
天
正
一
七
年
伊
奈
熊
蔵
の
検
地
の
時
で

あ
る
た
め
、
そ
の
移
転
は
加
藤
光
泰
の
領
国
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

証
拠
と
し
て
、
一
蓮
寺
の
四
壁
を
め
ぐ
る
溝
の
水
涯
の
積
石
が
、
甲
府
城
内
の
石

塁
と
明
ら
か
に
同
じ
石
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
寺
の
移
転
と

造
営
が
、
特
別
な
公
役
、
す
な
わ
ち
築
城
に
と
も
な
う
公
役
で
実
施
さ
れ
た
、
と
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考
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
平
塩
寺
の
薬
師
堂
購
入
を
示
す
一
蓮
寺
所
蔵

の
「
案
文
」
が
、
次
の
﹇
史
料
10
﹈
で
あ
る 60

。
平
塩
寺
は
、
天
正
一
〇
年
三
月
、

織
田
勢
の
甲
斐
侵
攻
に
よ
り
焼
失
し
、
そ
の
寺
跡
に
小
堂
が
建
て
ら
れ
、
阿
弥
陀
・

薬
師
・
日
光
・
月
光
・
十
二
神
将
を
本
尊
と
し
た
「
御
念
仏
」
と
呼
ば
れ
、
市
川

郷
の
真
言
宗
一
五
カ
寺
で
法
事
を
行
っ
て
い
た
と
い
う 61

。『
甲
斐
国
志
』
古
蹟
部

第
十
三
に
は
、
正
覚
院
と
は
七
覚
山
円
楽
寺
の
院
号
で
、
こ
の
頃
、
平
塩
寺
の
住

持
を
兼
帯
し
て
い
た
と
の
伝
聞
が
記
さ
れ
て
い
る 62

。

平
塩
薬
師
堂
替
代
金
子
、
大
工
越
前
方
へ
可
相
渡
之
由
蒙
仰
条
、
即
令
相
渡
候
、

其
皆
済
之
手
形
自
越
前
方
被
相
渡
候
、
彼
手
形
之
写
就
御
所
望
進
之
候
、
惣
別
薬

師
堂
金
子
壱
枚
ニ
買
取
申
候
旨
、
七
助
殿
江
御
理
を
申
、
其
上
両
奉
行

四
奉
行

迄
得
御
異
見
候
而
、
上
意
江
披
露
申
候
之
条
、
其
境

（
マ
マ
）於

御
手
前
者
、
一
段
清
冷
之

至
候
、
雖
然
有
悪
人
兎
角
申
候
由
、
笑
止
ニ
被
思
召
、
彼
手
形
之
写
任
御
所
望
進

之
候
、
此
上
疑
之
人
候
ハ
ヽ
、
本
文
迄
も
可
懸
御
目
候
、
委
細
令
期
再
会
之
時
分

候
条
、
不
能
詳
候
、
恐
々

 
 

　

八
月
十
六
日 

 
 

一
蓮
寺

 
 
 

 
 

 
 

法
阿　

印

 
 
 

 
 

 
 

　
　

一
条

 
 

正
覚
院

 
 

　
　

参
侍
之
御
中

こ
れ
は
、
一
蓮
寺
法
阿
か
ら
正
覚
院
に
宛
て
、
平
塩
寺
薬
師
堂
の
買
取
り
に

関
し
て
「
悪
人
」
か
ら
疑
念
を
受
け
た
た
め
、
代
金
の
皆
済
手
形
の
写
を
進

上
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
書
状
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
平
塩
寺
の
薬

師
堂
の
代
金
を
一
蓮
寺
が
大
工
越
前
に
支
払
っ
た
こ
と
、
そ
の
買
取
り
に
つ
い

て
は
「
七
助
殿
」（
平
岩
親
吉
）
に
断
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
両
奉
行
」

（
成
瀬
正
一
と
日
下
部
定
好
）
と
「
四
奉
行
」
の
「
御
異
見
」
も
得
て
、「
上
意
」

つ
ま
り
家
康
に
も
披
露
し
て
い
る
と
、一
蓮
寺
が
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
、

で
あ
る
。
大
工
越
前
と
は
、「
一
条
ノ
棟
梁
越
前
」
と
『
甲
斐
国
志
』
人
物
部
付

録 63

に
記
さ
れ
、
一
蓮
寺
の
寺
大
工
で
あ
る
。
大
工
越
前
が
媒
介
し
て
平
塩
寺
薬

師
堂
を
一
蓮
寺
が
買
取
り
、
境
内
に
建
て
た
と
理
解
で
き
る
が
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
は
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
四
奉
行
体
制
が
整
っ
て

き
た
天
正
一
一
年
〜
一
七
年
の
内
、
平
岩
親
吉
が
天
正
一
六
年
四
月
に
従
五
位
下

主
計
頭
に
叙
任
す
る 64

以
前
、
つ
ま
り
、
天
正
一
一
年
〜
同
一
六
年
の
い
ず
れ
か

に
記
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
甲
府
城
の
築
城
は
、（
1
）
家
康
に
よ
る
築
城
計
画
＝
縄
張

の
決
定
、（
2
）
一
蓮
寺
・
長
延
寺
・
住
吉
神
社
等
の
替
地
交
渉
、（
3
）
替
地
の

下
賜
、（
4
）
一
蓮
寺
等
の
移
転
、
と
い
う
四
段
階
を
経
て
、
よ
う
や
く
加
藤
光

泰
の
時
代
に
造
営
が
着
手
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、（
3
）の
替
地
は
、

天
正
一
七
年
伊
奈
熊
蔵
の
総
検
地
後
に
、
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
在

知
ら
れ
て
い
る
、
天
正
一
七
年
一
〇
月
一
五
日
に
発
給
さ
れ
た
、
一
蓮
寺
領
俵
高

九
二
六
俵
六
升
、
反
別
七
九
六
六
七
歩
の
打
渡
状
と
み
ら
れ
る 65

。
さ
ら
に
俵
高

の
修
正
を
経
て
、
一
一
月
二
三
日
に
、「
一
条
之
郷
内
ニ
而
」
俵
高
一
〇
一
〇
俵
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八
升
が
一
蓮
寺
領
と
し
て
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る 66

。

そ
れ
で
は
、
甲
府
城
築
城
四
段
階
の
内
、（
1
）
と
（
2
）
の
段
階
は
、
ど
の

時
期
に
比
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。﹇
史
料
9
﹈
に
引
か
れ
て
い
る
平
塩
寺
に

宛
て
た
書
状
の
文
面
か
ら
は
、
替
え
地
の
決
定
が
難
行
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
、（
2
）
の
替
え
地
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
か
な
り
時
間
を
要
し
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、（
1
）
の
計
画
決
定
が
、
い
つ
ご
ろ
な
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
、
甲
府
城
の
築
城
開
始
を
告
げ
る
家
康
発
給
文
書
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、「
は
じ
め
に
」
に
掲
げ
た
﹇
史
料
1
﹈
で
あ
る
。

 

こ
の
﹇
史
料
1
﹈
で
注
目
す
べ
き
は
、
宛
所
の
「
平
岩
七
助
」
と
い
う
記
載
で

あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
平
岩
親
吉
は
、
天
正
一
六
（
一
五
八
八
）
年
四
月
に
従

五
位
下
主
計
頭
に
叙
任
さ
れ
て
お
り
、
通
例
で
あ
れ
ば
﹇
史
料
１
﹈
の
発
給
年
次

は
天
正
一
六
年
四
月
以
前
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
伝
存
す
る
天
正
一
八
年
五
月
と
六
月
に
、
家
康
と
秀
吉
が
発

給
し
た
文
書
の
宛
所
は
、
平
岩
七
之
介
・
七
助
・
七
介
と
な
っ
て
お
り 67

、
主
計
・

主
計
頭
と
官
名
に
な
る
の
は
、
八
月
以
降
の
家
康
の
判
物
等
で
あ
る 68

。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
は
、
家
康
の
甲
斐
入
国
当
初
か
ら
平
岩

親
吉
と
と
も
に
甲
斐
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
鳥
居
元
忠
の
存
在
で
あ
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
古
府
を
拠
点
と
し
た
甲
斐
経
営
の
郡
代
に
平
岩
が
任
じ
ら
れ
る
一
方

で
、
郡
内
（
都
留
郡
）
郡
代
を
鳥
居
元
忠
が
勤
め
て
い
た
。
天
正
一
二
年
三
月
、

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
で
は
、
平
岩
親
吉
と
鳥
居
元
忠
が
甲
斐
国
を
守
る
よ
う
に

命
ぜ
ら
れ
、
長
久
手
で
の
激
戦
直
後
に
、
家
康
は
平
岩
七
之
助
・
鳥
居
彦
右
衛
門

尉
宛
に
、
四
月
九
日
申
刻
付
で
戦
勝
を
伝
え
る
書
状
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
翌

一
三
年
閏
八
月
、
真
田
昌
幸
の
居
城
で
あ
る
上
田
攻
め
に
は
、
大
久
保
忠
世
・
鳥

居
元
忠
・
平
岩
親
吉
ら
が
出
陣
し
た
が
、
石
川
数
正
の
秀
吉
方
へ
の
逃
亡
な
ど
が

あ
り
、
結
局
兵
を
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
天
正
一
八
年
五
月
に
は
、

武
蔵
国
岩
槻
城
の
攻
略
、
相
模
国
筑
井
城
攻
略
と
城
請
取
り
な
ど
、
平
岩
親
吉
・

鳥
居
元
忠
は
と
も
に
出
陣
し
て
戦
功
を
あ
げ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
岩
親
吉
は

天
正
一
六
年
四
月
に
従
五
位
下
主
計
頭
に
叙
任
さ
れ
、
一
方
の
鳥
居
元
忠
は
叙
任

さ
れ
な
か
っ
た
。
鳥
居
家
の
家
譜
で
は
、
こ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
詳
述
し
て
い

る 69

。（
天
正
：
筆
者
注
）
十
四
年
十
月
御
上
洛
の
と
き
し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
る
。
の
ち
豊

臣
太
閤
の
申
む
ね
あ
る
に
よ
り
、
功
臣
の
輩
、
数
人
叙
爵
せ
し
め
ら
る
。
こ
の
と

き
元
忠
に
も
官
位
を
下
し
た
ま
は
ら
む
と
の
沙
汰
あ
り
。
元
忠
う
け
た
ま
は
り
て
、

某
不
才
な
れ
ば
他
家
の
恩
恵
を
う
け
て
、
二
主
に
忠
を
尽
す
べ
き
道
を
わ
き
ま
へ

ず
。し
か
の
み
な
ら
ず
、三
河
譜
第
の
も
の
に
し
て
、万
事
粗
忽
な
れ
ば
官
位
に
す
ゝ

み
て
、
殿
下
の
御
前
に
出
仕
す
べ
き
器
に
あ
ら
ず
と
て
、
堅
く
こ
れ
を
辞
す
。

こ
の
よ
う
に
、
秀
吉
か
ら
の
叙
任
の
沙
汰
に
対
し
、
徳
川
家
の
譜
代
と
し
て
、

家
康
と
秀
吉
の
二
人
の
主
人
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
断
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
、
そ
の
後
も
秀
吉
か
ら
元
忠
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の
嫡
子
忠
政
を
羽
柴
雄
利
の
娘
と
婚
姻
さ
せ
、
そ
の
上
で
雄
利
の
養
子
と
す
る
と

い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
の
に
対
し
、
婚
姻
は
承
諾
す
る
が
、
子
孫
と
は
い
え
養
子

と
な
り
他
家
（
豊
臣
家
）
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
っ
た
、
と
い
う
逸
話

が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
鳥
居
元
忠
は
、「
平
生
数
度
軍
功
あ
る
に

よ
り
、
大
権
現
御
感
状
を
た
ま
は
ん
と
す
。
元
忠
辞
し
て
い
は
く
、
我
他
君
に
つ

か
ふ
べ
か
ら
す
、
こ
の
ゆ
へ
に
感
状
を
も
つ
て
人
に
ほ
こ
ら
ん
事
を
お
も
は
す
、

と
い
ふ
。
大
権
現
是
を
感
じ
た
ま
ふ
」
と
、
家
康
の
感
状
を
断
っ
た
と
も
『
寛
永

諸
家
系
図
伝
』
に
書
か
れ
て
い
る 70

。

以
上
の
逸
話
が
あ
え
て
記
さ
れ
た
の
は
、
鳥
居
元
忠
が
叙
任
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
、
ま
た
家
康
の
感
状
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
後
代
の
子
孫
が
正
当

化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
忠
は
、
三
河
譜
代
と
し
て
平
岩
親
吉

と
ほ
ぼ
同
じ
立
場
で
甲
斐
経
営
や
戦
功
を
重
ね
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

を
証
拠
立
て
る
べ
き
叙
任
と
感
状
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
、
後
世
、
系
譜
の
作

成
に
あ
た
っ
て
取
り
繕
ろ
お
う
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
裏
づ
け

る
の
は
、
鳥
居
元
忠
の
嫡
子
忠
政
は
、「（
天
正
：
筆
者
注
）
一
六
年
四
月
二
日
功

臣
の
輩
は
じ
め
て
叙
爵
せ
ら
れ
し
と
き
、
忠
政
も
従
五
位
下
左
京
亮
に
叙
任
す
」

と
、
元
忠
が
叙
任
を
断
っ
た
時
、
忠
政
は
叙
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
元
忠
が
叙
任
や
養
子
を
謝
絶
し
た
理
由
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
一
連

の
逸
話
は
、
家
譜
作
成
段
階
に
元
忠
の
無
官
や
家
康
の
感
状
欠
如
を
正
当
化
す
る

た
め
に
作
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
岩
槻
城
攻
略
の
感
状
と
し
て
、（
天
正
一
八
年
）
六
月
七
日
付
「
鳥
居

彦
右
衛
門
尉
殿
」
を
宛
所
と
す
る
家
康
直
書
が
「
古
文
書
集
」
を
出
典
と
し
て
『
新

訂　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る 71

。
し
か
し
徳
川
義
宣
『
新

修　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
で
は
、
同
じ
日
付
の
「
本
多
中
務
少
輔
殿
・
平
岩

七
之
介
殿
・
鳥
居
彦
右
衛
門
殿
」
宛
の
家
康
直
書
を
「
松
濤
棹
筆
」（
徳
川
林
政

史
研
究
所
所
蔵
）
か
ら
採
録
し
、「
当
初
は
本
文
書
通
り
三
名
宛
で
あ
っ
た
文
書

を
「
古
文
書
集
」
編
纂
の
折
に
、
何
ら
か
の
事
情
か
誤
脱
に
よ
っ
て
、
宛
所
を
鳥

居
彦
右
衛
門
尉
一
人
と
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
と
一
応
推
量
さ
れ
る
」
と
し
て
い

る
。
前
述
し
た
『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』・『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
感
状
に
ま
つ
わ

る
鳥
居
元
忠
の
逸
話
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
徳
川
義
宣
氏
の
指
摘
は
首
肯
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

現
在
確
認
で
き
る
「
平
岩
七
之
介
」
宛
の
天
正
一
八
年
五
月
・
六
月
の
家
康
の

直
書
は
、
平
岩
親
吉
一
人
宛
て
の
も
の
は
な
く
、
い
ず
れ
も
鳥
居
元
忠
と
連
名
で

発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。三
増
郷
宛
に
平
岩
か
ら
発
給
さ
れ
た「
禁

制
」
も
、
鳥
居
元
忠
を
含
む
四
人
の
連
署
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
岩
親

吉
一
人
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
天
正
一
八
年
八
月
四
日
付
家
康
の
直
書
は
、「
平

岩
主
計
頭
と
の
へ
」
と
、
官
名
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
平

岩
親
吉
が
七
之
介
と
い
う
通
称
で
呼
称
さ
れ
続
け
た
の
は
、
鳥
居
元
忠
に
対
す

る
、
家
康
や
平
岩
親
吉
自
身
の
配
慮
か
、
あ
る
い
は
後
世
に
お
け
る
文
書
の
改
修

か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
特
例
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
同
年
五

月
二
三
日
付
の
秀
吉
の
朱
印
状
だ
け
が
、
平
岩
一
人
宛
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
平

岩
七
助
と
の
へ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
書
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

以
上
、
現
段
階
で
は
、
平
岩
親
吉
が
天
正
一
六
年
四
月
に
従
五
位
下
主
計
頭
に
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叙
任
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
鳥
居
を
含
む
連
名
の
宛
所
の
家
康
の
直

書
で
は
、
天
正
一
八
年
六
月
ま
で
、
七
之
介
と
い
う
通
称
で
あ
り
、
他
方
、
平
岩

一
人
宛
の
家
康
直
書
は
同
年
八
月
に
主
計
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
確
認
し
て

お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、﹇
史
料
1
﹈
の
家
康
か
ら
「
平
岩
七
助
」
宛
に
発
給

さ
れ
た
判
物
は
、
天
正
一
六
年
四
月
よ
り
以
前
の
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、﹇
史
料
1
﹈
の
年
次
を
以
上
の
よ
う
に
推
定
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を

改
め
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

家
康
が
、
こ
の
文
書
で
平
岩
に
命
じ
て
い
る
の
は
、（
1
）
一
条
山
の
地
形
に

つ
い
て
、
甲
斐
国
の
侍
衆
に
触
れ
、
普
請
を
命
じ
る
べ
き
こ
と
、（
2
）
石
垣
積

み
を
担
う
石
工
を
近
日
中
に
派
遣
す
る
の
で
、
油
断
な
く
行
う
こ
と
、
の
二
点
で

あ
る
。
ま
ず
、
一
点
目
の
、
一
条
山
の
地
形
（
地
固
め
）
を
、
甲
斐
国
の
侍
衆
へ

普
請
役
と
し
て
行
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
、
前
掲

﹇
史
料
3
﹈
の
石
和
八
幡
社
社
人
へ
の
動
員
命
令
で
あ
る
。﹇
史
料
3
﹈
で
、「
於

府
中
御
城
普
請
可
被
致
」
と
石
和
八
幡
社
神
主
に
触
れ
た
「
御
城
普
請
」
の
動
員

が
、
こ
の
一
条
山
地
形
の
普
請
に
相
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
先
に
﹇
史
料
4
﹈
で
み
た
よ
う
に
、
国
中
の
八
幡
神
社
社
人
が
、
天

正
一
二
年
、長
久
手
の
家
康
の
も
と
に
「
一
旗
」
で
参
陣
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
、

﹇
史
料
5
﹈
の
慶
長
八
年
に
川
除
普
請
に
社
人
が
徴
発
さ
れ
た
よ
う
に
、
石
和
八

幡
社
社
人
が
甲
府
城
の
普
請
に
徴
発
さ
れ
た
と
考
え
て
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、﹇
史
料
1
﹈の
年
紀
は
天
正
一
三
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

第
二
点
目
の
石
工
の
派
遣
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
家
康
が
石
垣
技
術
を
も
つ
穴
太

衆
を
使
役
で
き
た
の
は
、
秀
吉
に
臣
従
し
て
か
ら
で
あ
る
と
す
る
平
山
氏
の
説
が

支
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
元
亀
元
（
一
五
七
〇
）
年
六
月
、
家
康
が
浜
松
城

を
普
請
す
る
に
あ
た
り
、「
惣
廻
」 72

を
石
垣
で
囲
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
近
年
注

目
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
家
康
は
穴
太
衆
を
動
員
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る 73

。

以
上
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
点
か
ら
、
こ
の
文
書
の
作
成
は
、
天
正
一
二

年
か
ら
同
一
六
年
の
範
囲
に
限
ら
れ
、
な
か
で
も
﹇
史
料
3
﹈
と
同
じ
天
正
一
三

年
の
可
能
性
が
高
い
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
後
年
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
一
一
月
の
序

文
の
あ
る
『
裏
見
寒
話
』（『
裡
見
寒
話
』） 74

と
、
安
政
初
期
ま
で
の
幕
府
関
係
の

文
書
や
記
録
を
収
録
す
る
向
山
誠
斎
『
蠹
余
一
得
』 75

を
み
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、『
裏
見
寒
話
』
は
、
甲
府
勤
番
と
し
て
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
か
ら

宝
暦
三
年
ま
で
甲
府
に
赴
任
し
て
い
た
野
田
成
方
が
、
赴
任
中
に
見
聞
し
た
事
柄

を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、﹇
史
料
12
﹈
は
、
天
正
一
〇
年
、
家

康
の
甲
斐
入
国
か
ら
、
文
禄
期
の
浅
野
長
政
・
幸
長
時
代
ま
で
の
記
述
を
摘
記
し

た
も
の
で
あ
る 76

。

同
年
（
天
正
十
年
：
筆
者
注
）
八
月
上
、
家
康
公
御
入
国
、
右
左
口
村
よ
り
順
路
、

御
仕
置
方
に
引
篭
り
居
る
所
の
武
田
衆
被
召
出
之
、
或
聞
書
ニ
出
と
云
、
古
府
中

尊
躰
寺
に
御
止
宿
、
武
田
の
兵
士
共
被
召
出
之
、
寺
社
の
面
々
御
目
見
如
先
規
、

御
墨
附
頂
戴
之
、
其
外
御　

仕
置
被
仰
渡
、
天
正
十
壬
午
九
月
上
旬
、
当
国
和
田
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村
法
泉
寺
慎
岳
和
尚
、
武
田
十
弐
騎
、
何
も
旦
那
に
被
成
、
龍
地
ケ
原
へ
出
迎
、

御
見
目
、
法
泉
寺
為
御
褒
美
御
朱
印
頂
戴
之
、
一
条
左
衛
門
太
夫
屋
敷
へ
御
腰
を

掛
さ
せ
ら
れ
、
武
田
衆
被
召
出
之

古
城
代
平
岩
七
之
助
後
に
主
計
頭　

　

郡
内
城
代
鳥
居
彦
右
衛
門
小
田
原
北
条
の
押
へ

天
正
十
三
乙
酉
年　

家
康
新
城
御
縄
張

　
　
　

普
請　

浅
野
左
京
太
夫　
　
　

石
垣　

平
岩
主
計
頭

　
　
　

造
作　

鳥
居
土
佐
守

天
正
壬
午
年
ヨ
リ
同
十
八
庚
寅
年
迄
九
ケ
年
の
間　

神
君
御
領
分

　
　
　

秀
吉
公
管
領

是
ハ
小
田
原
没
却
以
後
、
北
条
の
旧
跡
関
八
州
大

（
マ
マ
）閤

よ
り
神
君
へ
進
せ
ら
る
、
神

君
の
御
領
弐
三
ケ
国
大
閤
へ
渡
る
故
な
り

　
　
　
（
中
略
）

文
禄
元
壬
辰
年
よ
り
慶
長
五
庚
子
年
迄
、
浅
野
弾
匠（
マ
マ
）大弼

長
政
・
同
左
京
太
夫
幸

長
九
ケ
年
の
間
領
之
夫
よ
り
紀
州
和
歌
山
ヘ
所
替

　
　
　
（
中
略
）

浅
野
弾
正
、
文
禄
三
甲
午
年
思
ひ
立
、
未
年
古
府
中
よ
り
城
郭
市
店
寺
社
共
に
当

府
へ
引
替
、
是
を
下
府
中
ニ
権
輿
と
す
、
故
に
今
ニ
於
て
元
何
町
〳
〵
と
な
と
ゝ

い
ふ
ハ
、
是
よ
り
以
前
の
名
を
呼
ふ

こ
れ
を
み
る
と
、
家
康
は
天
正
一
〇
年
八
月
上
旬
に
甲
斐
国
に
入
り
、
尊
躰
寺

に
逗
留
し
て
武
田
旧
臣
を
召
し
出
し
、寺
社
領
を
安
堵
す
る
な
ど
し
、平
岩
を
「
古

城
代
」
に
、
鳥
居
を
「
郡
内
城
代
」
と
し
た
後
、
天
正
一
三
年
に
新
城
の
縄
張
を

し
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
普
請
を
し
た
の
は
後
の
浅
野
幸
長
、
石
垣
を
整

え
た
の
は
平
岩
親
吉
、
城
の
造
作
は
鳥
居
元
忠
三
男
で
郡
内
を
統
治
し
た
土
佐
守

成
次
と
、
い
ず
れ
も
文
禄
・
慶
長
期
の
大
名
の
手
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
後
、

文
禄
元
年
か
ら
慶
長
五
年
ま
で
の
浅
野
長
政
・
幸
長
父
子
統
治
下
の
文
禄
三
年
に
、

城
と
城
下
町
が
古
府
中
か
ら
新
城
の
も
と
に
移
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。つ
ま
り
、

甲
府
城
は
天
正
一
三
年
、
家
康
の
と
き
縄
張
り
を
行
っ
た
が
、
普
請
が
行
わ
れ
た

の
は
浅
野
時
代
と
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、『
蠹
余
一
得
』
は
、
幕
府
の
奥
祐
筆
を
勤
め
た
向
山
誠
斎
が
、
幕
府
の

御
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
行
政
史
料
な
ど
を
閲
覧
し
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
中
に
、
江
戸
城
・
二
条
城
・
大
坂
城
・
駿
府
城
・

甲
府
城
と
五
つ
の
城
の
沿
革
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、「
甲
府
御
城
」
に

関
す
る
箇
所
を
摘
出
し
て
み
よ
う 77

。

（
読
点
史
料
マ
マ
：
著
者
注
）

甲
府
御
城
極
高
三
十
五
度
三
十
九
分　

従
江
戸
甲
州
街
道
三
十
四
里
十
二
丁

坪
数
不
詳　

御
囲
米
五
千
石

国
高
合
三
十
万
六
千
九
百
九
十
八
石
一
斗
四
升
五
合
四
夕
九
才

内
二
十
八
万
六
千
八
十
六
石
四
斗
七
升
六
合
九
夕
九
才　

三
郡

高
二
万
九
百
十
一
石
六
斗
六
升
八
合
五
夕　

都
留
郡
高

郡
四　

村
七
百
七
十
八　

当
城
天
正
中
成
、
地
在
山
梨
郡
北
山
筋
一
条
庄
也
、

端
門
向
南
云
追
手
、
後
門
向
北
云
山
手
、
西
云
柳
門
、
凡
三
所
東
北
隅
有
名
花

畑
小
郭
、
向
北
開
北
門
甲
斐
国
志

天
正
十
年
壬
午
八
（
マ
マ
）月
御
入
国　
　

十
三
年
乙
酉
新
築
当
城
称
小
山
城　
　

十
八
年

庚
寅
羽
柴
少
将
勝
俊
領
之

十
九
年
辛
卯
文
禄
元
年
表
加
藤
遠
江
守
光
泰
領
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之　

同
年
至
慶
長
五
年
浅
野
弾
正
少
弼
長
政
左
京
太
夫
幸
長
領
之　

同
年
至
寛

永
元
年
甲
子
御
料
此
間
御
城
代
御
城
番
奉
行
等
有
之　
（
後
略
）

甲
府
城
の
位
置
と
城
米
高
の
他
、
甲
斐
国
高
を
三
郡
と
都
留
郡
に
分
け
て
記

し
、郡
と
村
数
を
掲
げ
た
後
、「
当
城
天
正
中
成
」
と
、甲
府
城
が
天
正
中
に
「
成
」

っ
た
と
し
、そ
の
諸
門
の
説
明
が
『
甲
斐
国
志
』
を
典
拠
に
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

天
正
一
〇
年
家
康
入
国
後
の
領
主
変
遷
を
記
す
中
で
、「（
天
正
：
筆
者
注
）
十
三

年
乙
酉
、
新
た
に
当
城
を
築
き
、
小
山
城
と
称
す
」
と
あ
り
、
天
正
一
三
年
に
甲

府
城
を
築
城
し
、
小
山
城
と
称
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、向
山
誠
斎
が
参
照
し
た
『
甲
斐
国
志
』
の
当
該
部
分
は
、『
甲
斐
国
志
』

巻
之
一
提
要
「
府
治
」
中
、
次
の
箇
所
と
推
定
さ
れ
る 78

。

 

（
古
代
か
ら
武
田
氏
滅
亡
ま
で
略
）

神
祖　

御
入
ノ
刻
於
古
府
建
仮
御
殿
、
及
同
十
八
年
数
次
御
按
行
ア
リ
テ
、
此

御
殿
ニ　

御
逗
留
ナ
シ
給
今
尚
旧
址
存
セ
リ
、
其
頃
一
条
ノ
小
山
ニ
今
ノ
府
城
ヲ
被

築　

御
結
構
ア
リ
、
縄
張
り
ヲ　

命
セ
ラ
ル
ト
云
、
同
十
八
寅
年
豊
臣
少
将
受

封
於
本
州
、
明
年
加
藤
光
泰
代
ル
、
於
是
興
修
築
之
功
一
条
旧
記
ニ

平
岩
七
之
助
城
代

ノ
頃
ニ
賜
可
遷
寺
地
、
加
藤
ノ
時
ニ
及
テ
遷
寺
由
記
セ
リ
、
文
禄
三
午
年
ヨ
リ
浅
野
長
政
・
同

長
継
父
子
領
主
ト
ナ
リ
、
城
代
ニ
浅
野
右
近
大
輔
長
吉
居
シ
テ
経
営
ス
、
依
是
大

鋸
・
杣
等
ニ
授
ル
許
状
モ
、
多
ハ
浅
野
ノ
印
書
存
セ
リ
、
慶
長
五
子
年
後　

御
料

所
ニ
ナ
リ
、
再
平
岩
親
吉
城
代
タ
ル
時
、
猶
又
修
理
ヲ
加
ト
云
国
初
以
来
国
守
令
更
ノ
事

ハ
別
ニ
其
部
ア
リ
委
之　

○
府
中
城　

古
巨
麻
郡
青
沼
郷
ノ
域
、
後
属
山
梨
郡
北
山
筋

ノ
内
一
条
庄
ナ
リ
、
即
一
条
忠
頼
之
旧
墟
変
為
仏
区
、
其
胤
時
信
ノ
輩
加
飾
シ
テ

棄
田
園
薦
追
福
、
号
云
一
条
道
場
一
蓮
寺
乃
夢
山
之
尾

又
名
小
山
所
ナ
リ
、
文
禄
慶
長

間
、
一
蓮
寺
及
湯
田
ノ
民
戸
、
住
吉
明
神
城
地
ノ
鎮
守
也
、
社
寺
ヲ
今
ノ
地
ニ
遷
シ
、

再
為
城
郭
ナ
リ
、
端
門
向
南
追
手
ト
云
、
後
門
向
北
山
手
ト
云
、
西
云
柳
門
、
凡
三
所

ナ
リ
、
東
北
隅
ニ
、
有
名
花
畑
小
郭
、
向
北
開
小
門
、
本
丸
屹
立
シ
テ
高
ク
、
外

溝
深
環
レ
リ
、
外
郭
ニ
見
付
十
五
所
ア
リ
、
端
門
ノ
正
南
追
手
前
ヘ
西
小
路

中
小
路

土
手
小
路
、
二
百
間
許
ニ
シ
テ
片
羽
口
追
手
ノ
見
付
ト
云
、
自
是
外
郭
左
右
廻
レ
リ

 

（
以
下
、
城
下
町
に
関
す
る
記
述
略
）

す
な
わ
ち
、
家
康
は
天
正
一
〇
年
に
入
国
し
た
時
、
古
府
に
建
て
た
「
仮
御
殿
」

に
、天
正
一
八
年
ま
で
の
間
に
数
回
逗
留
し
た
。
そ
の
頃
、「
一
条
ノ
小
山
」
に
「
今

の
府
城
を
築
か
れ
る
御
結
構
あ
り
」、
つ
ま
り
甲
府
城
を
築
く
計
画
が
あ
り
、
縄

張
り
を
家
康
が
命
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
豊
臣
少
将
（
秀
勝
）、
翌
年
に
は
加
藤
光

泰
と
領
主
が
か
わ
り
、
よ
う
や
く
修
築
の
事
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
文
禄

三
年
か
ら
浅
野
長
政
・
長
継
父
子
が
領
主
と
な
っ
た
時
、城
代
浅
野
右
近
大
輔
（
長

吉
）
が
甲
府
に
滞
在
し
て
普
請
を
始
め
た
。
そ
の
た
め
、
大
鋸
や
杣
に
与
え
た
諸

役
免
許
状
も
、
多
く
は
浅
野
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
五
年
か
ら
幕
府
直

轄
地
と
な
り
、
再
び
平
岩
親
吉
が
城
代
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
ま
た
修
理
を
し
た
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、「
○
府
中
城
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、「
府
中
城
」
す
な
わ
ち
甲
府
城
の

立
地
や
土
地
利
用
の
前
史
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
禄
・
慶
長
期
に

一
蓮
寺
と
湯
田
の
民
戸
、
そ
し
て
城
地
の
鎮
守
で
あ
る
住
吉
神
社
も
遷
さ
れ
、
一
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条
小
山
は
一
条
忠
頼
館
か
ら
寺
、
そ
し
て
再
び
城
郭
と
な
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、
城
の
諸
門
と
「
外
郭
」
の
見
付
と
武
家
地
や
町
人
地
の
配
置
が
説

明
さ
れ
て
い
る
が
、﹇
史
料
３
﹈
と
比
べ
る
と
、城
の
諸
門
に
関
す
る
記
述
を
、『
蠹

余
一
得
』
は
ほ
ぼ
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
甲
府
城
の
築
城
年

次
を
天
正
一
三
年
と
す
る
記
述
は
、﹇
史
料
14
﹈
に
見
ら
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、『
甲
斐
国
志
』
は
随
所
に
、

甲
府
城
の
縄
張
り
が
家
康
に
よ
る
も
の
で
、
実
際
に
普
請
が
行
わ
れ
、
城
と
城
下

町
が
完
成
し
た
の
は
、
文
禄
・
慶
長
期
の
浅
野
時
代
だ
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
天

正
一
三
年
と
い
う
年
次
は
特
定
し
て
い
な
い
。こ
の
こ
と
か
ら
、向
山
誠
斎
は
、『
甲

斐
国
志
』
以
外
の
、
幕
府
に
保
管
さ
れ
て
い
た
何
ら
か
の
文
書
や
記
録
を
参
照
し

て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

以
上
、『
裏
見
寒
話
』と『
蠹
余
一
得
』と
い
う
二
つ
の
記
録
を
検
討
し
て
き
た
が
、

い
ず
れ
も
天
正
一
三
年
に
家
康
が
甲
府
城
の
縄
張
を
し
た
、
あ
る
い
は
築
城
し
た

と
、
年
次
を
特
定
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
一
八
世
紀
半
ば
と

一
九
世
紀
後
期
の
記
録
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
幕
府
関
係
文
書
を
役
職
上
閲
覧

す
る
こ
と
が
可
能
な
立
場
の
幕
臣
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
看
過
で

き
な
い
。
ま
た
、
天
正
一
三
年
と
い
う
年
次
は
、
本
稿
で
の
考
証
と
も
符
合
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
先
に
検
討
し
た
天
正
一
二
年
家
康
の
尾
張
出
陣
に
際

し
て
、
日
下
部
定
好
と
成
瀬
正
一
が
、
躑
躅
ケ
崎
館
に
祀
ら
れ
て
い
た
将
軍
地
蔵

を
、
愛
宕
山
に
勧
請
し
て
戦
勝
祈
願
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
長

久
手
の
戦
い
以
前
に
一
条
小
山
に
新
城
を
築
く
計
画
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ

に
勝
軍
地
蔵
愛
宕
権
現
を
勧
請
し
、
別
当
宝
蔵
院
を
遷
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
甲
府
城
の
築
城
計
画
は
天
正
一
二
年
以
前
に
あ
り
、

そ
の
後
、
普
請
の
開
始
を
命
じ
た
家
康
の
判
物
が
﹇
史
料
1
﹈
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
年
次
は
、
長
久
手
の
戦
い
直
後
の
天
正
一
三
年
と
す
る
こ
と
が
相
応
し

い
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
駿
河
国
で
も
天
正
一
三
年
八
月
一
四
日
に
は
、
家
忠
が
「
駿
河
府
中
普

請
ニ
し
ら
す
か
迄
こ
し
候
」 79

と
、
駿
府
城
普
請
の
た
め
に
駿
河
国
府
中
に
向
か
い

「
し
ら
す
か
（
白
須
賀
）」
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
駿
府
城
は
、

天
正
一
四
年
九
月
に
落
成
し
、
家
康
は
一
二
月
四
日
に
浜
松
城
か
ら
本
城
を
移
し

た
。
こ
の
他
、『
家
忠
日
記
』
で
は
、
天
正
一
三
年
一
一
月
一
八
日
「
岡
崎
普
請

ニ
こ
し
候
」
を
皮
切
り
に
、
翌
一
四
年
二
月
ま
で
連
日
三
河
国
岡
崎
城
の
普
請
記

録
が
あ
り 80

、
四
月
か
ら
は
「
長
沢
普
請
ニ
越
候
へ
の
由
申
来
」 81

と
、
三
河
国
の

長
沢
城
普
請
に
家
忠
が
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
信
濃
国
下
伊
那
地

域
を
預
け
ら
れ
た
家
康
の
直
臣
菅
沼
定
利
も
、下
伊
那
支
配
の
拠
点
と
な
る
城
を
、

天
正
一
二
〜
一
三
年
に
知
久
平
に
築
き
、
同
一
四
年
終
わ
り
か
ら
翌
一
五
年
初
め

に
か
け
て
、
知
久
平
城
か
ら
飯
田
城
に
本
拠
を
移
す
な
ど
、
長
久
手
の
戦
い
、
上

田
城
攻
略
を
め
ざ
し
た
後
に
、
領
国
内
の
城
郭
整
備
を
進
め
て
い
る 82

。
こ
の
よ

う
に
、
天
正
一
三
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
は
、
家
康
の
五
カ
国
領
内
所
々
に
お

い
て
、城
普
請
が
か
な
り
の
勢
い
で
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
甲
府
城
の
築
城
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
第
一
の
問

題
は
、
城
郭
の
縄
張
範
囲
に
所
在
し
た
一
蓮
寺
や
長
延
寺
、
住
吉
神
社
や
湯
田
村

の
人
び
と
の
移
転
先
で
あ
っ
た
。
そ
の
交
渉
が
難
行
し
た
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
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一
蓮
寺
か
ら
平
塩
寺
に
送
っ
た
と
い
う
書
状
の
文
言
に
表
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

第
二
に
、
同
年
八
月
か
ら
、
平
岩
親
吉
や
鳥
居
元
忠
、
そ
し
て
甲
斐
の
侍
衆
は
、

真
田
氏
の
動
き
に
対
し
上
田
城
攻
め
に
向
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る 83

。

翌
年
に
は
、
戦
功
を
あ
げ
家
康
に
証
人
を
差
し
出
し
た
武
川
衆
に
、
天
正
一
四
年

正
月
付
で
家
康
の
感
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る 84

。
こ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
甲
府

城
の
普
請
は
進
み
よ
う
が
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
う
や
く
天
正
一
四
年
八

月
に
は
、
国
内
の
寺
社
に
家
康
直
判
の
禁
制
が
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
一
蓮
寺
・

長
延
寺
ら
へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ
、替
地
の
検
討
が
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
局
、
そ
の
替
地
の
見
通
し
が
た
ち
、
替
地
先
が
確
定
さ
れ
た
の
は
天
正
一
七
年

一
〇
月
検
地
後
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
移
転
に
際
し
て
は
、
城

普
請
と
同
時
期
に
、
公
役
が
動
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
一
蓮
寺
の
記

録
か
ら
う
か
が
え
る 85

。

一
条
小
山
は
、
甲
府
城
が
築
か
れ
る
前
は
、「
愛
宕
山
ヨ
リ
続
タ
ル
岡
巒
」
と

言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
愛
宕
山
か
ら
南
西
に
伸
び
た
岩
盤
を
同
じ
く
す
る
丘
で

あ
っ
た
。
一
条
小
山
自
体
が
赤
甲
石
か
ら
成
っ
て
お
り
、そ
の
石
を
切
り
出
し
て
、

城
郭
の
石
垣
が
構
築
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
富
士
川
を
挟
む
愛
宕

山
麓
に
は
、
築
城
以
前
に
山
八
幡
宮
が
所
在
し
た
と
い
う
。『
甲
斐
国
志
』
神
社

部
第
一
で
は
、
山
八
幡
宮
は
「
文
禄
中
、
浅
野
氏
当
城
ヲ
築
カ
ル
ヽ
時
、
社
地
悉

石
山
ナ
ル
故
、
今
ノ
地
に
遷
シ
、
巌
石
ヲ
切
取
テ
本
城
ノ
塁
ト
セ
ラ
ル
、
因
テ
石

取
場
ト
呼
へ
り
」 86

と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
条
小
山
の
石
と
山
八
幡
宮
の
石
が
切
り

出
さ
れ
、本
格
的
な
甲
府
城
の
石
垣
普
請
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

城
郭
の
整
備
と
と
も
に
、
最
終
的
に
は
古
府
の
城
下
町
を
甲
府
城
廻
り
に
移
し
、

外
郭
内
の
城
下
町
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
武
田
氏
滅
亡
後
、
家
康
に
よ
る
領
国
支
配
の
拠
点
と
な
る

新
城
、
甲
府
城
の
築
城
が
計
画
さ
れ
た
時
期
と
経
緯
、
建
設
が
進
ま
な
い
ま
ま
関

東
移
封
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
を
考
察
し
て
き
た
。

結
論
と
し
て
は
、（
1
）
家
康
の
入
国
か
ら
天
正
一
二
年
家
康
の
尾
張
出
陣
以

前
に
、
一
条
小
山
へ
の
城
普
請
の
沙
汰
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、

（
2
）
長
久
手
の
戦
い
後
、
天
正
一
三
年
一
月
に
地
形
と
石
垣
普
請
を
開
始
す
る

命
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
、（
3
）
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
田
氏
攻
略
の
先
陣

や
、
一
条
小
山
と
そ
の
周
囲
に
所
在
し
た
一
蓮
寺
・
長
延
寺
・
住
吉
明
神
等
や
湯

田
の
集
落
の
移
転
に
手
間
取
っ
た
こ
と
、（
4
）そ
の
替
え
地
が
確
定
さ
れ
る
の
は
、

天
正
一
七
年
伊
奈
熊
蔵
の
検
地
後
、
一
一
月
に
行
わ
れ
た
打
渡
状
の
発
給
ま
で
下

る
こ
と
、（
5
）
そ
の
後
、
天
正
一
八
年
に
は
小
田
原
攻
め
と
家
康
の
関
東
移
封

に
よ
り
、
替
え
地
へ
の
移
転
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
城
普
請
は
頓
挫
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、（
6
）
こ
れ
を
動
か
し
た
の
は
、
豊
臣
系
大
名
と
し
て
入
封

し
た
加
藤
光
泰
で
あ
り
、
そ
し
て
本
格
的
な
普
請
を
開
始
し
た
の
が
、
浅
野
長
政
・

幸
長
父
子
で
あ
る
こ
と
、
以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
古
府
の
城
下

町
も
甲
府
城
の
外
郭
内
に
配
置
す
る
形
で
整
備
さ
れ
、
甲
府
城
と
城
下
町
の
町
割

り
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。

今
後
は
、
甲
府
城
の
内
郭
の
諸
門
、
外
郭
一五
の
見
付 87
の
普
請
過
程
な
ど
、
城
内

と
惣
構
え
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
、
城
下
町
甲
府
の
整
備
が
完
成
す
る
ま
で
の
経

緯
を
丁
寧
に
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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政
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譜
』
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第
九
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四
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七
、六
百
七
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。
な
お
、「
両
奉
行
」
と
い

う
役
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、「
甲
斐
国
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巻
之
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人
物
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第
九　

天
正
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後
国
守
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甲
斐
国
志
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五
十
五
）
に
拠
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 13 
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史
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で
き
る
。 

 

15 
 『

大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
四
、二
四
〜
五
一
頁
。 

 

16 
 『

大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
四
、五
二
〜
五
四
頁
。 

 

17 
 

「
武
徳
編
年
集
成
」
二
十
六
。（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
特
〇
四
四
│

〇
〇
〇
二
）。 

 

18 
 

「
甲
斐
国
志　

巻
之
百　

 

人
物
部
第
九　

天
正
壬
午
以
後
国
守
令
吏
」（『
甲
斐
国

志
』
五
十
五
）。 

 

19 
 『

大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
四
、四
九
八
〜
四
九
九
頁
。 

 

20 
 『

増
補　

続
史
料
大
成　

家
忠
日
記
』
臨
川
書
店
、
一
六
七
頁
。 

 

21 
 「

武
徳
編
年
集
成
」
二
十
六 

 

22 
 「

仮
御
殿
ノ
跡
」（「
甲
斐
国
志　

巻
之
四
十
五　

古
蹟
部
第
八　

 

山
梨
郡
北
山
筋
」

『
甲
斐
国
志
』
廿
四
）。 

 

23 
 『

信
長
公
記
』
角
川
日
本
古
典
文
庫
、
一
九
九
三
年
第
八
版
、
三
八
九
頁
。 

 

24 
 『

信
長
公
記
』
四
〇
〇
頁
。 

 

25 
 「

火
葬
場
岩
窪
村　
（
中
略
）
○
河
尻
塚
同
所
」（「
甲
斐
国
志　

巻
四
十
五　

古
蹟

部
第
八
」『
甲
斐
国
志
』
廿
四
）。 

 
26 

 

「
屋
形
跡
古
府
中
村
」（「
甲
斐
国
志　

巻
四
十
五　

古
蹟
部
第
八　

山
梨
郡
北
山

筋
」）。
た
だ
し
、「
仮
御
殿
ノ
跡
」（
同
書
）
で
は
、「
廿
四
日
古
府
一
条
ノ
館
へ

注
 
1 

 
徳
川
家
康
の
行
動
履
歴
に
つ
い
て
は
、本
多
隆
成
『
定
本　

家
康
』
吉
川
弘
文
館
・

二
〇
一
〇
年
、
藤
井
穣
治
『
徳
川
家
康
』
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
な
ど
の
先

行
研
究
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
『
大
日
本
史
料
』
に
拠
っ
て
記
述
し
た
。 

 
2 

 

徳
川
善
宣
『
新
修　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
三
年
、八
七

〜
八
八
頁
。 

 
3 

 

土
屋
操
『
年
代
基
準　

甲
斐
国
史
解
』
一
九
〇
七
年
、
徴
古
堂
書
店
、
一
〇
六
頁
。 

 
4 

 

土
屋
操
『
甲
斐
史
』
一
九
一
五
年
刊
行
、
一
九
七
五
年
再
刊
行
、
名
著
出
版
。 

 
5 

 

平
山
優
「
甲
府
城
の
史
的
位
置
―
甲
斐
国
織
豊
期
研
究
序
説
」『
山
梨
考
古
博
物

館
山
梨
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

研
究
紀
要
』
九
号
、
一
九
九
三
年
。 

 
6 

 

「
甲
斐
国
志　

巻
之
九　

村
里
部
第
七　

山
梨
郡
中
郡
筋
」（『
甲
斐
国
志
』
巻
五
、

国
立
公
文
書
館
所
蔵
、 請
求
番
号
一
七
三
│
〇
一
〇
三
）。
以
下
『
甲
斐
国
志
』
は
、

大
日
本
地
誌
大
系
『
甲
斐
国
志
』（
雄
山
閣
昭
和
四
七
年
刊
行
）
の
底
本
と
さ
れ

た
こ
の
「
浅
草
文
庫
」
蔵
書
印
の
あ
る
請
求
番
号
一
七
三
│
〇
一
〇
三
（
全
七
一

巻
本
）
を
使
用
し
た
。
引
用
に
当
り
割
注
は
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
一
行
に
表
記
し
た
。 

 
7 

 「
甲
斐
国
志　

巻
之
百　

人
物
部
第
九　

天
正
壬
午
以
後
国
守
令
官
吏
」『
甲
斐
国

志
』
五
十
五
。
平
山
氏
の
論
考
で
引
用
し
て
い
る
部
分
を
、『
甲
斐
国
志
』
原
典

に
も
ど
り
、
出
典
箇
所
を
特
定
し
て
、
引
用
史
料
の
表
記
も
、
原
典
に
即
し
て
反

映
し
直
し
た
。 

 
8 

 

前
掲
平
山
論
文
、
一
九
頁
。 

 
9 

 

北
垣
聡
一
郎
「
中
世
石
積
み
技
能
者
『
穴
太
』
の
本
貫
地
と
、
近
世
の
『
穴
太
』」

（『
武
田
氏
研
究
』
第
六
三
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
一
一
〜
一
二
頁
。 

 

10 
 『

御
年
譜
微
考
』
六
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
三
、九
三
頁
）。 
 

11 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
千
百
七
十
六
。 
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入
ラ
セ
ラ
レ
、
又
尊
躰
寺
ニ
御
遷
リ
、
八
月
十
日
新
府
ニ　

御
陣
ヲ
移
サ
レ
」
と

あ
る
が
、「
屋
形
跡
」
の
記
述
に
あ
る
「
此
ノ
館
」
を
、『
甲
陽
軍
艦
』
で
勝
頼
が

新
府
を
落
ち
延
び
て
古
府
で
立
ち
寄
っ
た
と
す
る
「
一
条
屋
敷
」
で
あ
る
と
解
釈

し
た
た
め
に
起
き
た
誤
謬
と
考
え
ら
れ
る
。「
屋
形
跡
」
の
記
述
に
あ
る
「
此
ノ

館
」
と
は
、
躑
躅
ケ
崎
館
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

27 
 

中
川
亨
編
『
甲
斐
国
史
案
』
一
八
九
三
年
、
六
五
頁
。 

 

28 
 

「
甲
斐
国
志　

巻
之
百　

人
物
部
第
九　

天
正
壬
午
以
後
国
守
令
吏
」（『
甲
斐
国

志
』
五
十
五
）。 

 29 
 「

甲
府
尊
躰
寺
由
緒
書
」（
甲
州
文
庫
、山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
）。
本
史
料
は
、甲

府
市
教
育
委
員
会
鷹
野
義
朗
氏
・
山
梨
県
文
化
振
興
・
文
化
財
課
野
代
恵
子
氏
の

御
教
示
に
よ
る
。 

 

30 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
九
百
八
十
一
。 

 

31 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
九
十
七　

人
物
部
第
六　

武
田
将
師
之
部
二
」（『
甲
斐
国
志
』

五
十
三
）。 

 

32 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
第
百
八
十
五
。 

 

33 
 

『
寛
永
諸
家
譜　

清
和
源
氏
辛
七
冊
之
内
義
光
流
之
内
甲
州
支
流
』、『
寛
政
重
修

諸
家
譜
』
巻
百
八
十
五
。 

 

34 
 『

大
日
本
史
料
』
第
十
一
編
之
十
三
、三
五
五
頁
、『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
三
六
八

号
。 

 

35 
 「

甲
斐
国
志 

人
物
部
付
録
第
十
」（『
甲
斐
国
志
』
五
十
七
）。 

 

36 
 「

坂
田
家
系
」（『
甲
州
文
庫
史
料
』
第
二
巻
、「
四
、
甲
府
町
年
寄
諸
記
録
」
第
四

号
、以
下
本
史
料
集
所
収
史
料
の
出
典
は
、坂
田
家
に
関
し
て
は
こ
の
「
四
、甲
府

年
寄
り
諸
記
録
」
の
所
収
号
数
を
示
す
）。
安
永
八
年
一
一
月
「（
由
緒
書
）」『
甲

州
文
庫
史
料
』
三
号
。 

 

37 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
三
六
八
号
で
は
、「
郷
宿
役
共
ニ
」
と
翻
刻
し
て
い
る
。 

 

38 
 『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
二
巻
、
一
一
三
一
号
。 

 

39 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
二
巻
、
一
一
〇
四
号
。 

 

40 
 

「
甲
斐
国
志　

巻
五
十
八　

神
社
部
第
四　

八
代
郡
大
石
和
筋
」（『
甲
斐
国
志
』

三
十
一
）。 

 

41 
 『

日
本
歴
史
地
名
大
系
』（
平
凡
社
）「
石
和
八
幡
神
社
」
で
は
、「
同
年
（
天
正
一
七

年
：
筆
写
注
）
と
推
定
さ
れ
る
四
月
二
五
日
の
徳
川
家
奉
行
連
署
証
文
写
（
社
記
）

に
よ
れ
ば
」
と
し
て
、
当
該
文
書
に
言
及
し
て
い
る
が
、
年
次
推
定
の
根
拠
が
明

ら
か
で
は
な
い
。 

 

42 
 

『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
六
二
号
。
永
禄
四
年
閏
三
月
付
で
、
古
府
中

の
八
幡
神
社
に
二
日
二
夜
の
勤
番
を
命
じ
る
武
田
晴
信
禁
制
（『
新
編　

甲
州
古

文
書
』
二
三
九
号
）
で
は
、「
小
石
和
の
禰
宜
」
は
二
五
番
に
編
成
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
大
石
和
の
石
和
神
社
の
禰
宜
は
編
成
さ
れ
て
い
な
い
。
家
康
も
こ
れ
を

踏
襲
し
た
と
す
る
と
、
古
府
中
の
八
幡
神
社
の
勤
番
制
に
も
組
み
込
ま
れ
な
い
独

立
し
た
位
置
を
占
め
る
石
和
八
幡
神
社
へ
の
社
人
衆
へ
は
、「
御
や
と
い
」
の
形

を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

43 
 「

八
幡
宮
」（「
甲
斐
国
志　

巻
五
十
五　

神
社
部
第
一　

山
梨
郡
府
内
」『
甲
斐
国

志
』
三
十
）。 

 

44 
 

本
多
隆
成
『
定
本　

徳
川
家
康
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
四
頁
。 

 

45 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
五
四
号
。 

 

46 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
七
十
三　

仏
寺
部
第
一
」（『
甲
斐
国
志
』
三
十
七
）。 

 

47 
 ﹇

史
料
６
﹈
の
最
後
に
、「
全
文
附
録
ニ
出
」
と
二
行
割
で
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、

『
甲
斐
国
志
』
の
「
仏
寺
附
録
」
や
最
後
の
「
附
録
部
第
一
〜
第
五
」
に 

も
、
こ

の
書
状
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。「
甲
斐
国
志　

目
録
」
の
「
巻
数
目
録
」
の
末
尾
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に
は
、「
但
シ
、
凡
ソ
本
書
ニ
略
シ
テ
附
録
ニ
出
ス
ト
記
ス
ト
コ
ロ
ノ
古
文
古
器

ノ
ル
類
ヒ
、
此
書
ヲ
校
ス
ル
ニ
至
リ
テ
省
ク
モ
ノ
ア
リ
、
此
ハ
、
是
レ
或
ハ
詳
ナ

ラ
ス
、
或
ハ
サ
マ
デ
本
書
ニ
拘
ハ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
、
総
シ
テ
雞
肋
ノ
類
ヒ
ハ
、
今
皆

此
ニ
載
セ
ズ
、
因
テ
姑
ク
辞
ヲ
ナ
ス
コ
ト
然
リ
」（「
甲
斐
国
志　

首
巻
」（『
甲
斐

国
志
』
首
巻
）
と
、
最
終
的
な
判
断
で
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

 

48 
 

「
甲
斐
国
志　

巻
之
九
十
五　

人
物
部
第
四　

武
田
親
族
之
部
」（『
甲
斐
国
志
』

五
十
一
）。 

 

49 
 

「
古
府
中
絵
図
」（「
慶
応
四
年
戊
辰
四
月
廿
三
日
於
甲
府
山
之
手
在
陣
手
写　

松

代
飯
島
与
作
源
勝
休
」、
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
） 

 

50 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
〇
六
号
。 

 

51 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
〇
一
号
。 

 

52 
 

前
掲
本
多
隆
成
著
『
定
本　

徳
川
家
康
』
一
三
二
頁
。 

 

53 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
〇
七
号
。 

 

54 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
百
八
十
五
（
櫻
井
）、『
同
』
巻
三
百
九
十
四
（
小
田
切
）。 

 

55 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
千
三
百
十
八
（
大
野
）、『
同
』
巻
二
百
七
十
九
（
平
岡
）、

『
同
』
巻
千
二
百
十
（
岩
波
）。
秋
山
甚
右
衛
門
汝
舟
に
つ
い
て
は
、
和
泉
清
司
編

著
『
江
戸
幕
府
代
官
頭
文
書
集
成
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。 

 

56 
 『

甲
斐
叢
記
』。 

 

57 
 「

甲
陽
日
記
」（
高
白
齋
記
）『
山
梨
県
史
』
資
料
編
６
、二
〇
〇
一
年
所
収
。 

 

58 
 「

稲
久
山
一
蓮
寺
」（「
甲
斐
国
志　

巻
七
十
三　

仏
寺
部
第
一
」）、「
屋
形
跡
」（「
同　

巻
四
十
五　

古
蹟
部
第
八
」）。 

 

59 
 「
甲
斐
国
志　

巻
之
七
十
三　

仏
寺
部
第
一
」（『
甲
斐
国
志
』
三
十
七
）。 

 

60 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
一
五
号
。
な
お
、
こ
の
文
書
の
原
本
は
、
引
用

し
た
「
甲
斐
国
志

仏
寺
部
第
一
」
で
は
、「
此
手
簡
市
河
ノ
宝
聚
院
ニ
蔵
ム
」
と

注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
市
川
大
門
に
所
在
す
る
金
剛
山
宝
寿
院
で
あ
る
。 

 

61 
 

「
甲
斐
国
志　

巻
之
五
十　

古
蹟
部
第
十
三　

八
代
郡
西
郡
筋
」（『
甲
斐
国
志
』

二
十
六
）。 
 

62 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
五
十　

古
蹟
部
第
十
三　

八
代
郡
西
郡
筋
」。
金
剛
山
宝
寿
院

に
伝
存
す
る
「
平
塩
寺
過
去
帳
」
に
も
「
常
行
三
昧
堂
上
番
大
過
去
帳
」
に
「
七

覚
山
明
徳
丸
・
同
寺
亀
王
丸
」
と
確
認
さ
れ
る
（『
山
梨
県
史
』
資
料
編
６　

中

世
３
上
）。 

 

63 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
百
一　

人
物
部
付
録
第
十
」（『
甲
斐
国
志
』
五
十
六
）。 

 

64 
 『

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
千
百
七
十
六
。 

 

65 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
〇
号
。 

 

66 
 『

新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一
巻
、
二
一
号
。 

 

67 
 

家
康
の
判
物
で
は
、（
天
正
一
八
年
）
六
月
七
日
付
「
本
多
忠
勝
・
平
岩
親
吉
・
鳥

居
元
忠
に
与
え
た
る
直
書
」（『
新
修　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
一
二
三
頁
、（
同

年
）
六
月
二
五
日
付
「
本
多
忠
勝
等
五
名
に
与
へ
た
る
直
書
」『
新
訂　

徳
川
家
康

文
書
の
研
究　

上
巻
』
七
七
〜
七
七
九
頁
、
秀
吉
の
判
物
で
は
、（
天
正
一
八
年
）

五
月
二
二
日
付
「
豊
臣
秀
吉
よ
り
本
多
忠
勝
・
鳥
居
元
忠
・
平
岩
親
吉
に
与
へ
た

る
直
書
」・（
同
年
）
五
月
二
三
日
「
豊
臣
秀
吉
よ
り
平
岩
親
吉
に
与
へ
た
る
感
状
」

（
以
上
二
点
『
新
修　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
一
二
四
〜
一
二
五
頁
、五
月
二
三

日
付
感
状
は
、
山
本
博
文
他
編
『
豊
臣
秀
吉
の
文
書
』
柏
書
房
・
八
二
号
）。
そ
の

他
、
相
模
国
三
増
郷
に
出
し
た
本
多
忠
勝
・
平
岩
親
吉
・
戸
田
三
郎
右
衛
門
・
鳥

居
彦
右
衛
門
連
署
の
「
禁
制
」
が
「
相
州
文
書
」
と
し
て
写
さ
れ
て
い
る
（『
相

州
文
書　

愛
甲
郡
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
こ
れ
ら
の
内
、
五
月
二
三
日
付
豊

臣
秀
吉
の
直
書
は
原
本
と
見
ら
れ
、「
平
岩
七
助
と
の
へ
」
と
宛
所
を
確
認
で
き

る
が
、
他
は
写
で
あ
る
。 



103

東京外国語大学論集 第 103号（2022）

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 103 (2022)

（28）
 

68 
 

現
在
確
認
で
き
る
も
の
で
は
、（
天
正
一
八
年
）
八
月
四
日
「
平
岩
親
吉
に
与
へ

た
る
直
書
」『
新
修 

徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
一
二
七
頁
が
初
見
と
な
っ
て
い
る
。 

 
69 

 『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
五
百
六
十
。 

 
70 

 
『
寛
永
諸
家
系
図
伝　

平
氏　

支
流　

鳥
居
』。
こ
の
逸
話
は
、『
寛
政
重
修
諸
家

譜
』
巻
五
百
六
十
に
も
同
趣
旨
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

71 
 『

新
訂　

徳
川
家
康
文
書
の
研
究　

上
巻
』
七
七
七
頁
。『
新
修　

徳
川
家
康
文
書

の
研
究
』
一
二
三
頁
。 

 

72 
 『

当
代
記
』
巻
一
『
史
籍
雑
纂　

当
代
記　

駿
府
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、一
四

頁
。 

 

73 
 

北
垣
聡
一
郎
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

 

74 
 『

裡
見
寒
話
』
五
冊
・
追
加
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
こ
こ
で
は
、
内
務
省
地
理

局
旧
蔵
本
を
使
用
し
た
。
題
簽
は
『
裡
見
寒
話
』
と
あ
る
が
、
扉
を
開
く
と
「
裏

見
寒
話　

序
」
と
し
て
始
ま
る
。 

 

75 
 『

蠹
余
一
得　

四
集
』
一
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。 

 

76 
 『

裡
見
寒
話　

壱
』。 

 

77 
 『

裡
見
寒
話　

壱
』。 

 

78 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
一　

提
要
」（『
甲
斐
国
志
』
一
）。 

 

79 
  『

増
補　

続
史
料
大
成　

家
忠
日
記
』
二
二
一
頁
。 

 

80 
 『

増
補　

続
史
料
大
成　

家
忠
日
記
』
二
〇
八
〜
二
三
六
頁
。 

 

81 
 『

増
補　

続
史
料
大
成　

家
忠
日
記
』
二
四
二
頁
。 

 

82 
 

拙
稿 「
菅
沼
定
利
の
飯
田
進
出
」 「
知
久
平
城
か
ら
飯
田
城
へ
」 『
飯
田
・
上
飯
田

の
歴
史　

上
』 

飯
田
市
歴
史
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
、
九
八
〜
九
九
頁
。 

 

83 
 

天
正
一
三
年
八
月
一
日
付
で
中
尾
郷
の
軍
役
衆
と
郷
人
足
が
書
き
上
げ
ら
れ
侍

衆
の
軍
役
動
員
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る （『
大
日
本
史
料
』一
一
編

一
八
、 

二
頁
）。 

 

84 
 『
大
日
本
史
料
』
一
一
編
一
九
、一
一
〜
一
三
頁
。 

 

85 
 

弘
化
二
年
写
「
甲
府
城
下
絵
図
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
）
に
は
、甲
府
城
の
外

郭
南
、
代
官
町
と
佐
渡
町
の
南
の
光
沢
寺
町
に
、
一
蓮
寺
・
光
沢
寺
（
長
延
寺
）・

住
吉
神
社
や
湯
田
と
い
う
地
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

86 
 「

甲
斐
国
志　

巻
五
十
五　

神
社
部
第
一
」（『
甲
斐
国
志
』
三
十
）。 

 

87 
 「

甲
斐
国
志　

巻
之
一　

提
要
」（『
甲
斐
国
志
』
一
）。 

﹇
追
記
﹈　

本
稿
脱
稿
後
に
、中
村
博
司
「
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
と
「
穴
太
」」

（『
城
郭
史
研
究
』
四
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）
が
出
さ
れ
た
が
、
参
照
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
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